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(57)【要約】
　方法は、画像データを受信することと、外科処置デー
タを受信することと、手術プランを生成することとを含
む。画像データは、患者の鼻腔内の解剖学的構造と関連
付けられている。画像データ及び外科処置データは、コ
ンピューティングシステムを通じて受信される。手術プ
ランを生成する行為は、画像データに従って、かつ外科
処置データに従って、外科用器具用の経路を特定するこ
とを含む。手術プランを生成する行為は、コンピューテ
ィングシステムを通じて実行される。手術プランを生成
する行為は、外科用器具用の前記特定された経路を描写
する１つ又は２つ以上の指示画像を、患者の鼻腔内の解
剖学的構造の描写内に生成することを更に含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　（ａ）画像データを受信することであって、前記画像データが患者の鼻腔内の解剖学的
構造と関連付けられており、前記画像データがコンピューティングシステムを通じて受信
される、受信することと、
　（ｂ）外科処置データを受信することであって、前記外科処置データがコンピューティ
ングシステムを通じて受信される、受信することと、
　（ｃ）手術プランを生成することであって、手術プランを生成する前記行為がコンピュ
ーティングシステムを通じて実行される、生成することと、を含み、手術プランを生成す
る前記行為が、
　　（ｉ）前記画像データに従って、かつ前記外科処置データに従って、外科用器具用の
経路を特定することと、
　　（ｉｉ）前記外科用器具用の前記特定された経路を描写する１つ又は２つ以上の指示
画像を、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の描写内に生成することと、を含む、方法
。
【請求項２】
　前記画像データが、複数のＣＴ画像からのデータを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記画像データを処理して、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の三次元画像を生成
することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ又は２つ以上の指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の三次元画
像を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ又は２つ以上の指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の前記三次
元画像内に前記特定された外科用器具用の経路を示す三次元矢印を更に含む、請求項４に
記載の方法。
【請求項６】
　外科処置データを受信する前記行為が、外科処置の選択を示す入力を受信することを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　外科処置データを受信する前記行為が、外科処置の選択を示す前記受信された入力に従
って、データベースから外科データを取り出すことを更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　外科処置データを受信する前記行為が、前記１つ又は２つ以上の指示画像のうちの少な
くとも１つ内に前記患者の前記鼻腔内の１つ又は２つ以上の解剖学的構造の透明度レベル
の選択を受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　外科処置データを受信する前記行為が、前記１つ又は２つ以上の指示画像のうちの少な
くとも１つ内に描写される視野の選択を受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　外科処置データを受信する前記行為が、前記患者の前記鼻腔内の１つ又は２つ以上の解
剖学的構造に対する外科用器具用の経路を示す入力を受信することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記受信された画像データに副鼻腔構造認識アルゴリズムを適用することを更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記画像データを操作して、前記患者の少なくとも１つの副鼻腔と関連する流出路をハ
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イライトすることを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　（ａ）前記患者の前記鼻腔内に挿入された内視鏡から内視鏡ビデオ画像を受信すること
と、
　（ｂ）前記内視鏡ビデオ画像を提示するのと同時に前記１つ又は２つ以上の指示画像を
提示することと、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つ又は２つ以上の指示画像及び前記内視鏡ビデオ画像が、単一の表示画面を通じ
て同時に提示される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１つ又は２つ以上の指示画像及び前記内視鏡ビデオ画像が、同じ表示画面の別々の
画像パネルを通じて同時に提示される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記内視鏡ビデオ画像を提示するのと同時に前記１つ又は２つ以上の指示画像を提示す
る前記行為が、前記内視鏡ビデオ画像上に器具経路指標を重ね合わせることを含む、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　（ａ）外科用器具の位置センサから位置データを受信することと、
　（ｂ）前記位置データを前記１つ又は２つ以上の指示画像に組み込んで、前記外科用器
具の予定の位置決めとの関連で前記外科用器具の実際の位置決めを描写することであって
、前記外科用器具の前記予定の位置決めが前記特定された経路に基づく、描写することと
、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記１つ又は２つ以上の指示画像のうちの少なくとも１つがビデオ画像を含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項１９】
　方法であって、
　（ａ）画像データを受信することであって、前記画像データが患者の鼻腔内の解剖学的
構造と関連付けられており、前記画像データがコンピューティングシステムを通じて受信
される、受信することと、
　（ｂ）外科処置データを受信することであって、前記外科処置データがコンピューティ
ングシステムを通じて受信される、受信することと、
　（ｃ）前記画像データに従って、かつ前記外科処置データに従って、外科用器具用の経
路を特定する少なくとも１つの指示画像を生成することであって、前記少なくとも１つの
指示画像を生成する前記行為がコンピューティングシステムを通じて実行される、生成す
ることと、を含み、
　前記少なくとも１つの指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の描写内に前
記特定された経路に従って位置決め及び配向された外科用器具の表現を含む、方法。
【請求項２０】
　方法であって、
　（ａ）画像データを受信することであって、前記画像データが患者の鼻腔内の解剖学的
構造と関連付けられており、前記画像データがコンピューティングシステムを通じて受信
される、受信することと、
　（ｂ）外科処置データを受信することであって、前記外科処置データがコンピューティ
ングシステムを通じて受信される、受信することと、
　（ｃ）前記画像データに従って、かつ前記外科処置データに従って、外科用器具用の経
路を特定する少なくとも１つの指示画像を生成することであって、前記少なくとも１つの
指示画像を生成する前記行為がコンピューティングシステムを通じて実行される、生成す
ることと、を含み、
　前記少なくとも１つの指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の描写内に前
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記特定された経路に沿った外科用器具の動く表現を示す、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権主張）
　本出願は、その開示が参照により本明細書に援用される、２０１４年７月９日出願の米
国仮特許出願第６２／０２２，６０７号、標題「Ｇｕｉｄｅｗｉｒｅ　Ｎａｖｉｇａｔｉ
ｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｉｎｕｐｌａｓｔｙ」に対する優先権を主張する。
【０００２】
　本出願はまた、その開示が参照により本明細書に援用される、２０１４年９月１８日出
願の米国仮特許出願第６２／０５２，３９１号、標題「Ｇｕｉｄｅｗｉｒｅ　Ｎａｖｉｇ
ａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｉｎｕｐｌａｓｔｙ」に対する優先権も主張する。
【０００３】
　（共同研究声明）
　特許請求される発明の有効な出願日又はそれ以前に発効した共同研究に合意した１つ又
は２つ以上の当事者によって、又はその意向を受けて本出願に開示される主題は開発され
、また、特許請求される発明はなされたものである。特許請求される発明は、この共同研
究の合意の範囲内で行われた研究活動の結果としてなされたものである。共同研究に合意
した当事者には、バイオセンス・ウェブスター社（Biosense Webster Ltd.）（イスラエ
ル）及びアクラレント社（Acclarent, Inc.）が含まれる。
【背景技術】
【０００４】
　画像誘導手術（Image-guided surgery）（ＩＧＳ）は、コンピュータを使用して患者の
体内に挿入された器具の位置と術前に得られた画像（例えばＣＴ又はＭＲＩスキャン、三
次元マップなど）とのリアルタイム相関を得ることによって器具の現在の位置を術前に得
られた画像に重ね合わせる技術である。いくつかのＩＧＳ処置では、手術に先立ってデジ
タルトモグラフィによる手術野のスキャン（例えばＣＴ又はＭＲＩスキャン、三次元マッ
プなど）が得られる。次いで特別にプログラムされたコンピュータを使用してデジタルト
モグラフィのスキャンデータをデジタルマップ又はモデルに変換する。手術中、センサ（
例えば電磁場を放射し、かつ／又は外部で発生した電磁場に反応する電磁コイル）が搭載
された器具を使用してその処置が行われる間、センサがそれぞれの外科器具の現在の位置
を示すデータをコンピュータに送信する。コンピュータは、器具に搭載されたセンサから
受信したデータを、術前のトモグラフィスキャンで生成されたデジタルマップ又はモデル
と相関させる。トモグラフィスキャン画像は、スキャン画像内に示される解剖学的構造に
対するそれぞれの外科器具のリアルタイム位置を示す指標（例えばクロスヘア又は照明ド
ットなど）とともにビデオモニタ上に表示される。これにより、外科医は、器具自体を体
内のその現在の位置において直接見ることができない場合であっても、ビデオモニタを見
ることによってそれぞれのセンサ搭載器具の正確な位置を知ることができる。
【０００５】
　耳鼻咽喉科（ＥＮＴ）及び副鼻腔手術で使用することができる電磁気的ＩＧＳシステム
及び付属器具の例としては、ジーイー・メディカル・システムズ社（ユタ州ソルトレイク
シティー）より販売されるＩｎｓｔａＴｒａｋ　ＥＮＴ（商標）システムが挙げられる。
本開示に従って使用するために改変することができる電磁画像ガイダンスシステムの他の
例としては、これに限定されるものではないが、カリフォルニア州ダイヤモンドバー所在
のバイオセンス・ウェブスター社（Biosense Webster, Inc.）によるＣＡＲＴＯ（登録商
標）３システム、コロラド州ルイビル所在のサージカル・ナビゲーション・テクノロジー
ズ社（Surgical Navigation Technologies, Inc.）より販売されるシステム、及び、ワシ
ントン州シアトル所在のカリプソ・メディカル・テクノロジーズ社（Calypso Medical Te
chnologies, Inc.）より販売されるシステムが挙げられる。
【０００６】
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　本明細書の教示に従って使用するために改変することができるＩＧＳに関連した方法、
装置、及び／又はシステムの他の例としては、これらに限定されるものではないが、その
開示が参照により本明細書に援用される、２０１４年４月２２日発行の米国特許第８，７
０２，６２６号、標題「Ｇｕｉｄｅｗｉｒｅｓ　ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｉｍａ
ｇｅ　Ｇｕｉｄｅｄ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ」、その開示が参照により本明細書に援用さ
れる、２０１２年１１月２７日発行の米国特許第８，３２０，７１１号、標題「Ａｎａｔ
ｏｍｉｃａｌ　Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｆｒｏｍ　ａ　３－Ｄ　Ｉｍａｇｅ　ａｎｄ　ａ　Ｓ
ｕｒｆａｃｅ　Ｍａｐｐｉｎｇ」、その開示が参照により本明細書に援用される、２０１
２年５月２９日発行の米国特許第８，１９０，３８９号、標題「Ａｄａｐｔｅｒ　ｆｏｒ
　Ａｔｔａｃｈｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｉｍａｇｅ　Ｇｕｉｄａｎｃ
ｅ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ｔｏ　ａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ」、その開示が参
照により本明細書に援用される、２０１２年２月２８日発行の米国特許第８，１２３，７
２２号、標題「Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｔ
ｒｅａｔｉｎｇ　Ｄｉｓｏｒｄｅｒｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅａｒ，Ｎｏｓｅ　ａｎｄ　Ｔｈ
ｒｏａｔ」、及びその開示が参照により本明細書に援用される、２０１０年５月１８日発
行の米国特許第７，７２０，５２１号、標題「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ
　ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　Ｅａ
ｒ，Ｎｏｓｅ，Ｔｈｒｏａｔ　ａｎｄ　Ｐａｒａｎａｓａｌ　Ｓｉｎｕｓｅｓ」に開示さ
れるものが挙げられる。
【０００７】
　本明細書の教示に従って使用するために改変することができるＩＧＳに関連した方法、
装置、及び／又はシステムの更なる例としては、これらに限定されるものではないが、そ
の開示が参照により本明細書に援用される、２０１４年１２月１１日公開の米国特許出願
公開第２０１４／０３６４７２５号、標題「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　
ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｉｍａｇｅ　Ｇｕｉｄｅｄ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ｗ
ｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　Ｅａｒ，Ｎｏｓｅ，Ｔｈｒｏａｔ　ａｎｄ　Ｐａｒａｎａｓａｌ　
Ｓｉｎｕｓｅｓ」、その開示が参照により本明細書に援用される、２０１４年７月１７日
公開の米国特許出願公開第２０１４／０２００４４４号、標題「Ｇｕｉｄｅｗｉｒｅｓ　
ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｉｍａｇｅ　Ｇｕｉｄｅｄ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ」、
その開示が参照により本明細書に援用される、２０１２年９月２７日公開の米国特許出願
公開第２０１２／０２４５４５６号、標題「Ａｄａｐｔｅｒ　ｆｏｒ　Ａｔｔａｃｈｉｎ
ｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｉｍａｇｅ　Ｇｕｉｄａｎｃｅ　Ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔｓ　ｔｏ　ａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ」、その開示が参照により本明細書に
援用される、２０１１年３月１０日公開の米国特許出願公開第２０１１／００６０２１４
号、標題「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　
Ｉｍａｇｅ　Ｇｕｉｄｅｄ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　Ｅａｒ，Ｎ
ｏｓｅ，Ｔｈｒｏａｔ　ａｎｄ　Ｐａｒａｎａｓａｌ　Ｓｉｎｕｓｅｓ」、その開示が参
照により本明細書に援用される、２００８年１１月１３日公開の米国特許出願公開第２０
０８／０２８１１５６号、標題「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ
　Ｔｒｅａｔｉｎｇ　Ｄｉｓｏｒｄｅｒｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅａｒ　Ｎｏｓｅ　ａｎｄ　
Ｔｈｒｏａｔ」、及びその開示が参照により本明細書に援用される、２００７年９月６日
公開の米国特許出願公開第２００７／０２０８２５２号、標題「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ
　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｉｍａｇｅ　Ｇｕｉｄｅｄ　Ｐｒｏ
ｃｅｄｕｒｅｓ　ｗｉｔｈｉｎ　ｔｈｅ　Ｅａｒ，Ｎｏｓｅ，Ｔｈｒｏａｔ　ａｎｄ　Ｐ
ａｒａｎａｓａｌ　Ｓｉｎｕｓｅｓ」に開示されるものが挙げられる。
【０００８】
　場合によっては、患者の体内の解剖学的通路を拡張する場合にＩＧＳによる誘導を用い
ることが望ましい場合がある。これには、副鼻腔の自然口の拡張（例えば、副鼻腔炎の治
療のため）、咽頭の拡張、ユースタキス管の拡張、耳、鼻、又は咽頭内部のその他の通路
の拡張などが含まれうる。かかる処置を行うために使用することができるシステムは、そ
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の開示が参照により本明細書に援用される、２０１１年１月６日公開の米国特許出願公開
第２０１１／０００４０５７号、標題「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏ
ｒ　Ｔｒａｎｓｎａｓａｌ　Ｄｉｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐａｓｓａｇｅｗａｙｓ　ｉｎ　
ｔｈｅ　Ｅａｒ，Ｎｏｓｅ　ｏｒ　Ｔｈｒｏａｔ」の教示に従って提供することができる
。かかるシステムの一例として、カリフォルニア州メンロパーク所在のアクラレント社（
Acclarent, Inc.）によるＲｅｌｉｅｖａ（登録商標）Ｓｐｉｎ　Ｂａｌｌｏｏｎ　Ｓｉ
ｎｕｐｌａｓｔｙ（商標）システムがある。
【０００９】
　拡張処置中にＩＧＳシステムと組み合わせて可変視野方向型内視鏡を使用することによ
って、バルーンを所望の位置に位置決めするための解剖学的通路（例えば、耳、鼻、咽頭
、副鼻腔など）内部の少なくともある程度の直接的可視化を与えることができる。可変視
野方向型内視鏡は、解剖学的通路内で内視鏡のシャフトを曲げる必要なく広範な横断視野
角に沿った視野を与えることができる。かかる内視鏡は、その開示が参照により本明細書
に援用される、２０１０年２月４日公開の米国特許出願公開第２０１０／００３００３１
号、標題「Ｓｗｉｎｇ　Ｐｒｉｓｍ　Ｅｎｄｏｓｃｏｐｅ」に従って提供することができ
る。かかる内視鏡の一例として、カリフォルニア州メンロパーク所在のアクラレント社（
Acclarent, Inc.）によるＡｃｃｌａｒｅｎｔ　Ｃｙｃｌｏｐｓ（商標）マルチアングル
内視鏡がある。
【００１０】
　可変視野方向型内視鏡及びＩＧＳシステムは解剖学的通路内の可視化に使用できるが、
バルーンの膨張に先立ってバルーンの適正な位置決めを更に視覚的に確認することが望ま
しい場合がある。これは、照明ガイドワイヤを用いて行うことができる。かかるガイドワ
イヤが標的領域内に位置決めされ、その後、ガイドワイヤの遠位端から投射される光によ
って照明することができる。この光は、隣接組織（例えば皮下（hypodermis）、皮下（su
bdermis）組織など）を照明するため、皮膚を通過する光により患者の体外から肉眼で見
ることができる。かかる照明ガイドワイヤは、その開示が参照により本明細書に援用され
る、２０１２年３月２９日公開の米国特許出願公開第２０１２／００７８１１８号、標題
「Ｓｉｎｕｓ　Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｌｉｇｈｔｗｉｒｅ　Ｄｅｖｉｃｅ」に従っ
て提供することができる。かかる照明ガイドワイヤの一例として、カリフォルニア州メン
ロパーク所在のアクラレント社（Acclarent, Inc.）によるＲｅｌｉｅｖａ　Ｌｕｍａ　
Ｓｅｎｔｒｙ（商標）副鼻腔照明システムがある。
【００１１】
　機能的内視鏡下副鼻腔手術（ＦＥＳＳ）、バルーン副鼻腔手術、及び／又は他のＥＮＴ
処置に適用される場合、ＩＧＳの使用によって、外科医は、内視鏡単独による視野によっ
て行うよりも正確に外科器具を動かして位置決めすることが可能になる。これは、一般的
な内視鏡画像は、空間的に限定された二次元視線による視界であることによる。ＩＧＳの
使用により、空間的に限定された二次元の直接的な視線の内視鏡の視界によって実際に見
えるものだけでなく、術野の周囲のすべての解剖学構造のリアルタイム三次元視野が与え
られる。この結果、ＩＧＳは、ＦＥＳＳ、バルーン副鼻腔手術、及び／又は他のＥＮＴ処
置を行う際、特に通常の解剖学的ランドマークが存在しないか又は内視鏡下で可視化する
ことが困難な場合に特に有用となりうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　患者の体内の器具の位置を示す視覚的フィードバックを外科医に単純に与えること以外
に、ＩＧＳシステムの器具及びソフトウェアを使用して外科医に詳細な指示が与えられる
ことが望ましい場合もある。このような詳細な指示は、ＩＧＳシステムによってマッピン
グ又はモデリングされる特定の患者の固有の解剖学的構造に基づきうる。
【００１３】
　ＥＮＴに関連した外科処置を行うためのいくつかのシステム及び方法がこれまでに製造
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、使用されているが、本発明者らよりも以前に付属の特許請求の範囲に記載の本発明を製
造及び使用した者はないものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本明細書は、本発明を具体的に示し、明確にその権利を請求する特許請求の範囲をもっ
て結論となすものであるが、本発明は下記の特定の実施例の説明を添付図面と併せ読むこ
とでより深い理解が得られるものと考えられる。図中、同様の参照符合は同様の要素を示
す。
【図１】例示的な副鼻腔手術システムの概略図を描写する。
【図２】患者の頭部を図１の副鼻腔手術システムの構成要素とともに示す斜視図を描写す
る。
【図３Ａ】図１の副鼻腔手術システムとともに使用することができる例示的なガイドワイ
ヤの側断面図を描写する。
【図３Ｂ】図３ＡのＩＩＩＢ－ＩＩＩＢ線に沿った、図３Ａのガイドワイヤの端面断面図
を描写する。
【図４Ａ】図１の副鼻腔手術システムとともに使用することができる別の例示的なガイド
ワイヤの側断面図を描写する。
【図４Ｂ】図４ＡのＩＶＢ－ＩＶＢ線に沿った、図４Ａのガイドワイヤの端面断面図を描
写する。
【図５Ａ】図１の副鼻腔手術システムとともに使用することができる別の例示的なガイド
ワイヤの側断面図を描写する。
【図５Ｂ】図５ＡのＶＢ－ＶＢ線に沿った、図５Ａのガイドワイヤの端面断面図を描写す
る。
【図６】図１の副鼻腔手術システムを使用して実行することができる例示的なプロセスの
工程を示したフローチャートを描写する。
【図７】外科処置の手術プランを生成するために用いることができる例示的なプロセスの
工程を示したフローチャートを描写する。
【図８】外科処置の手術プランを生成するために用いることができる別の例示的なプロセ
スの工程を示したフローチャートを描写する。
【図９】外科処置の手術プランを医師にレンダリングするために用いることができる例示
的なプロセスの工程を示したフローチャートを描写する。
【図１０】外科処置の手術プランにおける指示画像としてレンダリングすることができる
、副鼻腔の各構造を示したヒト頭部の一部の上部体軸断面図を描写する。
【図１１】外科処置の手術プランにおける指示画像としてレンダリングすることができる
、ガイドカテーテル及びガイドワイヤの表現を有する、ヒト頭部の中鼻道の仮想内視鏡視
野を描写する。
【図１２】外科処置の手術プランにおける指示画像としてレンダリングすることができる
、三次元矢印を有する、ヒト頭部の中鼻道の仮想内視鏡視野を描写する。
【図１３Ａ】外科処置の手術プランにおける指示画像としてレンダリングすることができ
る、アニメーション化された一連の矢印の第１の矢印を有する、ヒト頭部の中鼻道の仮想
内視鏡視野を描写する。
【図１３Ｂ】外科処置の手術プランにおける指示画像としてレンダリングすることができ
る、アニメーション化された一連の矢印の第２の矢印を有する、ヒト頭部の中鼻道の仮想
内視鏡視野を描写する。
【図１３Ｃ】外科処置の手術プランにおける指示画像としてレンダリングすることができ
る、アニメーション化された一連の矢印の第３の矢印を有する、ヒト頭部の中鼻道の仮想
内視鏡視野を描写する。
【図１４】図７～９のプロセスの少なくとも一部を与えるために使用することができる例
示的なシステムの概略図を描写する。
【００１５】
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　図面は、いかなる意味においても限定を目的としたものではなく、図面に必ずしも描写
されていないものを含め、本発明の様々な実施形態は他の様々な形で実施しうるものと考
えられる。本明細書に援用され、その一部をなす添付図面は、本発明のいくつかの態様を
図示したものであり、本説明文とともに本発明の原理を説明する役割を果たすものである
。しかしながら、本発明が図示される正確な構成に限定されない点は理解されなければな
らない。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の特定の例の以下の説明文は、本発明の範囲を限定する目的で用いられるべきで
はない。本発明の他の例、特徴、態様、実施形態、及び利点は、本発明を実施するために
想到される最良の形態の１つを実例として示す以下の説明文より当業者には明らかとなろ
う。理解されるように、本発明には、いずれも本発明から逸脱することなく、他の異なる
、かつ明白な態様が可能である。したがって、図面及び説明文は、限定的なものではなく
、例示的な性質のものと見なすべきである。
【００１７】
　「近位」及び「遠位」なる用語は、本明細書では、ハンドピースアセンブリを把持して
いる臨床医に対して用いられることが理解されるであろう。すなわち、エンドエフェクタ
ーは、より近位のハンドピースアセンブリに対して遠位にある。便宜上及び明確さのため
に、「上部」及び「下部」といった空間に関する用語もまた、本明細書において、ハンド
ピースアセンブリを把持する臨床医を基準として用いられている点も更に理解されよう。
しかしながら、外科器具は、多くの配向及び位置で使用されるものであり、これらの用語
は、限定的かつ絶対的なものであることを意図するものではない。
【００１８】
　更に、本明細書に記載の教示、表現、変形物、実施例などのうちのいずれか１つ又は２
つ以上を、本明細書に記載の他の教示、表現、変形物、実施例などのうちのいずれか１つ
又は２つ以上と組み合わせることができる点も更に理解される。したがって、以下に記載
の教示、表現、変形物、実施例などは、互いに独立して考えられるべきでない。本明細書
の教示を考慮することで、本明細書の教示を組み合わせることができる様々な好適な方法
が、当業者には直ちに明らかとなろう。かかる改変例及び変形例は、特許請求の範囲内に
含まれるものとする。
【００１９】
　Ｉ．例示的な画像誘導手術システム
　図１は、例示的な副鼻腔手術システム（２０）を示しており、図２は、システム（２０
）を用いて手術が行われている患者（２２）の頭部を示している。本例では、システム（
２０）は患者（２２）に行われる副鼻腔処置（sinuplasty procedure）において使用され
るが、システム（２０）は他の様々な種類の処置において容易に使用することができる点
は理解されるべきである。本例では、副鼻腔処置の開始前に一群の磁場発生器（２４）が
患者（２２）の頭部に固定される。磁場発生器（２４）はフレーム（２６）に組み込まれ
、このフレームが患者（２２）の頭部に締め付けられる。下記で説明するように、磁場発
生器（２４）は患者（２２）の副鼻腔に挿入されたガイドワイヤ（２８）の位置の追跡を
可能にするものである。この例では磁場発生器（２４）は患者（２２）の頭部に固定され
ているが、磁場発生器（２４）は代わりに他の様々な好適な位置及び他の様々な好適な構
造に位置決めすることができる点は理解されるべきである。あくまで例としてであるが、
磁場発生器（２４）は、患者（２２）が置かれたテーブル又は椅子に固定された独立した
構造上に、患者（２２）の頭部に対して適所にロックされた床取り付け式スタンド上に、
並びに／又は任意の他の好適な位置及び／若しくは任意の他の好適な構造上に位置決めす
ることができる。
【００２０】
　この例では、磁場発生器（２４）を含むシステム（２０）は、システムプロセッサ（４
０）によって制御されている。プロセッサ（４０）は、１つ又は２つ以上のメモリと通信
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する処理ユニットを有している。本例のプロセッサ（４０）は、キーパッド及び／又はマ
ウス又はトラックボールなどのポインティングデバイスを有する操作制御部（５１）を有
するコンソール（５０）内に実装されている。コンソール（５０）は、ガイドワイヤ（２
８）の近位端（５２）などのシステム（２０）の他の要素にも接続している。医師（５４
）は、この処置を行いながら操作制御部を使用してプロセッサ（４０）と交信する。また
、この処置中、プロセッサ（４０）はシステム（２０）によって生成された結果をスクリ
ーン（５６）に提示する。
【００２１】
　プロセッサ（４０）は、プロセッサのメモリに格納されたソフトウェアを用いてシステ
ム（２０）を操作する。ソフトウェアは、例えば、ネットワークを介して、電子的形態で
プロセッサ（４０）にダウンロードされてもよいし、又はそれに代えるか若しくはそれに
代えて、磁気メモリ、光学メモリ、若しくは電子メモリなどの、非一時的な有形媒体上に
与え、かつ／又は格納されてもよい。プロセッサ（４０）は、とりわけ磁場発生器（２４
）を操作及び較正するために使用される。磁場発生器（２４）は、フレーム（２６）に近
接する領域内に異なる周波数の交流磁場を伝達するように動作する。患者（２２）に配置
される前にフレーム（２６）に対してこの領域内に既知の位置及び配向でコイル（図に示
されていない）を位置決めすることによってフレーム（２６）内の各磁場発生器（２４）
を較正することができる。交流磁場によってこの較正コイル内に信号が誘導され、プロセ
ッサ（４０）がこの信号を取得して記録する。次いで、プロセッサ（４０）は、較正コイ
ルの位置及び配向とこれらの位置及び配向について記録された信号との間の較正関係を確
立する。
【００２２】
　較正関係が確立された時点でフレーム（２６）を患者（２２）の頭部に配置することが
できる。上述のように、これに代えて、いくつかの変形例ではフレーム（２６）以外の構
造上に磁場発生器（２４）を設けてもよい。しかしながら、本例では、フレーム（２６）
は患者（２２）の頭部に配置された後、例えばフレーム（２６）が取り付けられた患者（
２２）の頭部を多くの異なる角度から撮影することによって適所に固定され、患者（２２
）の頭部の外部の各構造と位置合わせされる。フレーム（２６）の位置合わせによって、
磁場発生器（２６）も患者（２２）の外部の各構造と位置合わせされる。これに代わるか
又はこれに加えて、この位置合わせには、患者（２２）の外部の各構造及びフレーム（２
６）に対して１つ又は２つ以上の既知の位置及び配向でコイルを配置することを含んでも
よい。カリフォルニア州ダイヤモンドバー所在のバイオセンス・ウェブスター社（Biosen
se Webster, Inc.）によるＣＡＲＴＯ（登録商標）３システムは、磁場によって照射され
た領域内のコイルの位置及び配向を検出するために本明細書に記載されるものと同様のシ
ステムを用いている。
【００２３】
　患者（２２）の外部の各構造と位置合わせすることに加えて、本例の位置合わせには、
患者（２２）の副鼻腔の画像との位置合わせが含まれる。場合によっては、患者（２２）
の副鼻腔のこの画像は投射副鼻腔処置（projected sinuplasty procedure）の前に取得さ
れたものである。患者（２２）の副鼻腔のこのような既存の画像は、ＣＴ（コンピュータ
断層写真）画像、ＭＲＩ（磁気共鳴映像法）画像、超音波画像、これらの画像の組み合わ
せ、及び／又は任意の他の好適なイメージングモーダリティを用いて撮影された１つ又は
２つ以上の画像を含みうる。患者（２２）の副鼻腔の画像がどの方法によって取得された
かによらず、本例では、フレーム（２６）は患者（２２）の副鼻腔及び患者（２２）の外
部の各構造と位置合わせされる。
【００２４】
　図３Ａ～３Ｂは、本例のガイドワイヤ（２８）をより詳細に示したものである。ガイド
ワイヤ（２８）は、内部管腔（８２）を有する外側コイル（８０）を有している。あくま
で例としてであるが、コイル（８０）は、３１６ステンレス鋼、チタン、コバルトクロム
、ニチノール、ＭＰ３５Ｎスチール合金、及び／又は任意の他の好適な材料などの非強磁
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性材料で形成することができる。いくつかの変形例では、コイル（８０）の公称の外径及
び内径はそれぞれ０．９ｍｍ及び０．６ｍｍである。ガイドワイヤ（２８）は、遠位端（
３０）及び近位端（３２）を有している。
【００２５】
　テーパしたニチノール製コアワイヤ（８４）が管腔（８２）の全長にわたっている。コ
アワイヤ（８４）は、コアワイヤ（８４）の近位端（８８）の外径よりも小さい外径を有
する遠位端（８６）を有している。コアワイヤ（８４）のテーパは、無心研削及び／又は
任意の他の好適な方法によって形成することができる。いくつかの変形例では、近位端（
３２）の外径は０．２５ｍｍ～０．３５ｍｍの範囲であり、遠位端（８６）の外径は０．
０１ｍｍ～０．０１５ｍｍである。また、いくつかの変形例では、コアワイヤ（８４）は
約１０ｃｍの長さを有する。コアワイヤ（８４）は、少なくとも２つの位置において外側
コイル（８０）に取り付けられる（例えばはんだ付けにより）ことによってガイドワイヤ
（２８）の形状に安定性を与える。コアワイヤ（８４）が外側コイル（８０）に取り付け
られることにより、コアワイヤ（８４）は、とりわけ操作者が近位端（５２）を回転させ
る際にガイドワイヤ（２８）が「よじれる」ことを防止する曲げ及び捻れ特性をガイドワ
イヤ（２８）に与える。ニチノールの超弾性によって、ガイドワイヤ（２８）は大きく曲
がってもその曲がっていない状態に戻ることができる。
【００２６】
　コアワイヤ（８４）に加えて、光ファイバ（９０）が管腔（８２）の長さにわたるよう
に管腔（８２）内に挿入されている。光ファイバ（９０）の遠位端（９２）は、外側コイ
ル（８０）に連結されて外側コイル（８０）の遠位終端として機能する透明なレンズ（９
６）に近接するように構成されている。ランプ（図に示されていない）又は他の光源を光
ファイバ（９０）の近位端（９８）と結合させ、プロセッサ（４０）によって作動させる
ことでレンズ（９６）を可視光で照明することができる。光ファイバ（９０）は１本のフ
ァイバ、又は２本又は３本以上の光ファイバで構成することができる。あくまで例として
であるが、光ファイバ（９０）はプラスチック又はガラスで形成することができる。いく
つかの変形例では、光ファイバ（９０）は、それぞれが２５０ミクロンの直径を有する２
本のプラスチックストランドからなる。いくつかの他の変形例では、光ファイバ（９０）
は、１５０ミクロン又は２００ミクロンの直径を有する１本のガラスストランドからなる
。
【００２７】
　管腔（８２）内への光ファイバ（９０）の挿入に先立って、磁場検知コイル（１００）
を光ファイバ（９０）の遠位端（９２）の周囲に巻回することによって、管腔（８２）内
への挿入後に検知コイル（１００）がガイドワイヤ（２８）の遠位端（３０）に位置決め
される。したがって、検知コイル（１００）は光ファイバ（９０）の外径に一致した内径
を有している。いくつかの変形例では、検知コイル（１００）の内周と光ファイバ（９０
）の外周との間にはわずかな隙間（例えば約２５ミクロン）がある。いくつかの変形例で
は、検知コイル（１００）は０．４５ｍｍの外径を有するが、他の変形例では、コイルの
外径は０．４５ｍｍよりも大きいか又は小さくてもよい。本例では、検知コイル（１００
）の両端は、管腔（８２）の長さにわたった導電性ワイヤ（１０４）によって連結されて
いる。導電性ワイヤ（１０４）は、プロセッサ（４０）が検知コイル（１００）の両端に
よって発生した信号レベルを測定及び記録することを可能にするように構成されたコンソ
ール（５０）内の回路要素に接続されている。また、信号レベルはコンソール（５０）内
の回路要素に少なくとも部分的に無線で伝送することもできる。
【００２８】
　図４Ａ～４Ｂは、例示的な代替的ガイドワイヤ（１２８）を示している。ガイドワイヤ
（１２８）は、遠位端（１３０）及び近位端（１３２）を有している。以下に記載の相違
点を除き、ガイドワイヤ（１２８）の動作はガイドワイヤ（２８）（図３Ａ～３Ｂ）の動
作とほぼ同様であり、ガイドワイヤ（２８、１２８）の両方において同じ参照符号によっ
て示される要素はその構造及び動作においてほぼ同様である。したがって、ガイドワイヤ
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（１２８）はシステム（２０）のガイドワイヤ（２８）の代わりに使用することができる
。
【００２９】
　ガイドワイヤ（２８）と異なり、ガイドワイヤ（１２８）内の検知コイル（１００）は
光ファイバ（９０）の周囲に巻回されていない。検知コイル（１００）は、ガイドワイヤ
（１２８）の管腔（８２）内の遠位端（１３０）に依然として位置決めされる。しかしな
がら、この例では、検知コイル（１００）はコアワイヤ（８４）とも光ファイバ（９０）
とも別体となっている。検知コイル（１００）からの信号レベルは、図３Ａ～３Ｂを参照
して上述されるように回路要素に伝達されることによってプロセッサ（４０）が信号レベ
ルを測定して記録することが可能である。上でも述べたように、この伝達はワイヤ（１０
４）を介して、又は無線で行うことができる。
【００３０】
　ガイドワイヤ（１２８）もまた、管腔（８２）の長さにわたって延びるテーパしたコア
ワイヤ（８４）を有している。ガイドワイヤ（２８）と同様、コアワイヤ（８４）もガイ
ドワイヤ（１２８）を安定化させる機能を有する。
【００３１】
　図５Ａ～５Ｂは、別の例示的な代替的ガイドワイヤ（２２８）を示している。ガイドワ
イヤ（２２８）は、遠位端（２３０）及び近位端（２３２）を有している。以下に記載の
相違点を除き、ガイドワイヤ（２２８）の動作はガイドワイヤ（２８）（図３Ａ～３Ｂ）
の動作とほぼ同様であり、ガイドワイヤ（２８、２２８）の両方において同じ参照符号に
よって示される要素はその構造及び動作においてほぼ同様である。したがって、ガイドワ
イヤ（２２８）はシステム（２０）のガイドワイヤ（２８）の代わりに使用することがで
きる。
【００３２】
　ガイドワイヤ（２２８）では、検知コイル（１００）はコアワイヤ（８４）の遠位端（
８６）を包囲するように構成されている。検知コイル（１００）の内径はコアワイヤ（８
４）の外径よりも大きくなっている。検知コイル（１００）は、エポキシセメントなどの
任意の従来の手段によってコアワイヤ（８４）に固定的に取り付けることができる。検知
コイル（１００）によって発生した信号レベルは、実質的にガイドワイヤ（２８、１２８
）について上述したように、プロセッサ（４０）に伝達される。ガイドワイヤ（２２８）
のいくつかの変形物は、その機能及び特性において光ファイバ（９０）と似た、管腔（８
２）内に配置され、その長さにわたって延びる光ファイバを有することができる。また、
図５Ａ～５Ｂに示されるように、ガイドワイヤ（２２８）は単純に光ファイバ（９０）を
有さないものとすることもできる。
【００３３】
　例示的な副鼻腔処置では、ガイドワイヤ（２８、１２８、２２８）のようなガイドワイ
ヤは副鼻腔内に挿入される。磁場発生器（２４）がそれらの磁場を伝達するのと同時に検
知コイル（１００）と結合された回路要素が検知コイル（１００）から信号を取得する。
プロセッサ（４０）が上で述べた較正関係をこの信号に適用し、上でも述べた位置合わせ
と併せて、検知コイル（１００）の位置及び配向を検出する。検知コイル（１００）の位
置及び配向、すなわちガイドワイヤ（２８、１２８、２２８）の遠位端（３０）の位置及
び配向の表示を患者（２２）の副鼻腔の位置合わせされた既存の画像の上に重ね合わせる
ことができる。患者（２２）の副鼻腔とガイドワイヤ（２８、１２８、２２８）の遠位端
（３０）との複合画像を、医師（５４）に対してスクリーン（５６）（図１）上に表示す
ることができる。リアルタイム手術におけるガイドワイヤ（２８、１２８、２２８）のこ
のような使用のより詳細な説明を以下に図６のフローチャートに関連して示す。
【００３４】
　図６は、画像誘導副鼻腔手術を行うためにシステム（２０）を用いて行うことができる
例示的な工程のフローチャートを示したものである。本例では、手術は周縁洞の自然口及
び流出路に行われるものと仮定しているが、当業者であれば、この説明に適宜変更を加え
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て他の様々な種類の副鼻腔手術に適合させることができよう。図６のフローチャートの工
程は、上述の磁気追跡システムによって手術中にガイドワイヤ（２８、１２８、２２８）
の遠位端（３０）がリアルタイムで追跡されることを想定している。説明を分かりやすく
するため、以下のフローチャートの説明ではガイドワイヤ（２８）を使用することを想定
しているが、当業者であればガイドワイヤ（１２８、２２８）のような他のガイドワイヤ
の使用に合わせて本説明を改変することができよう。
【００３５】
　内視鏡の遠位先端、ガイドカテーテルの遠位先端、拡張カテーテルの遠位先端のような
、手術中に使用される他の器具の遠位先端及び／又はこうした器具の他の部分及び／又は
他の種類の器具も、当該技術分野では周知のように可撓性又は剛性の器具の遠位先端内に
それぞれコイルを組み込むことによって磁気追跡システムによって追跡することができる
。機能的内視鏡下副鼻腔手術（ＦＥＳＳ）及びバルーン支援型ＦＥＳＳ（すなわちバルー
ン副鼻腔手術）などの鼻科学手術において一般的に使用することができるこうした器具は
市販されている。
【００３６】
　したがって、ガイドワイヤ（２８、１２８、２２８）は、検知コイル（１００）を組み
込むことができる器具のあくまで実例にすぎない点は理解されるべきである。ＥＮＴ処置
で使用される、検知コイル（１００）を容易に組み込むことができる他の様々な種類の器
具が、本明細書の教示を考慮することで当業者には明らかとなろう。剛性の器具では、磁
気追跡システムが検知コイル（１００）から受信された信号を変換するために必要な空間
的調整を行うようにプログラムされていれば、検知コイル（１００）が代案として器具の
近位部分に位置決めされてもよいことも理解されるべきである。かかる追跡のための方法
は当該技術分野では周知のものである。
【００３７】
　準備工程（３００）では、手術が行われる解剖学的構造の「原」画像が取得される。こ
の原画像は、頭蓋のＣＴ画像、ＭＲＩ画像、又は超音波（ＵＳ）画像からなるものであっ
てよい。場合によっては、複数のこうした画像を合成し、合成画像の位置合わせ後に得ら
れる複合画像を原画像として使用する。画像は一般的に、「医療分野におけるデジタルイ
メージング及び通信規格」（ＤＩＣＯＭ）（Digital Imaging and Communications in Me
dicine）の形式で与えられる。任意の他の好適な形式も使用できることは言うまでもない
。様々な好適なイメージングモーダリティ、イメージングシステム、及び画像形式が本明
細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００３８】
　第１の分析工程（３０２）では、原画像が分析されて画像内の副鼻腔構造が分離される
。この分析は、各画像から導出される点群に認識アルゴリズムを適用して異なる構造を生
成するものである。これらのアルゴリズムを用いて画像をセグメント化し、セグメント化
された各部分を三次元（３Ｄ）構造に構成する。
【００３９】
　あくまで例としてであるが、分析工程（３０２）において使用されるアルゴリズムは、
参照により本明細書に援用される「コンピュータ医療システムに関する第２０回ＩＥＥＥ
国際シンポジウム、２００７年（Twentieth IEEE International Symposium on Computer
-Based Medical Systems 2007）」（ＣＢＭＳ’０７）において発表されたＨａｋａｎら
による論文「Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　３Ｄ　Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ａｌｇｏ
ｒｉｔｈｍｓ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ」に記載されているもの等の領
域成長法（seeded region growing）に基づきうる。これに代えるか又はこれに加えて、
本明細書で述べられる「認識」は、スイス、ジュネーブ所在のピクスメオ社（Ｐｉｘｍｅ
ｏ）により製造されるＯｓｉｒｉＸ　６．５画像処理ソフトウェア、又はベルギー、ルー
ヴァン所在のマテリアライズ社（Materialise Inc.）により製造されるＭｉｍｉｃｓソフ
トウェアなどの市販のソフトウェアを使用して実行することができる。使用可能な他の好
適なアルゴリズムが、本明細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
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【００４０】
　第１の分析工程（３０２）で生成された三次元構造内の点は、任意の特定の構造を変換
することを可能にする座標を有している。例えば、特定の構造を並進若しくは回転させる
か、又は他の種類の変換を構造に適用することができる。
【００４１】
　画像操作工程（３０４）では、工程（３０２）で生成された三次元構造が、本明細書で
は例としてスクリーン（５６）と想定されるスクリーン上で医師（５４）に対して提示さ
れる。医師（５４）は、操作制御部（５１）を使用して、手術しようとする領域がはっき
りと見えるように画像を操作することができる。このため、医師（５４）は、画像を回転
、パン、及び／又はズームするか、かつ／又は画像の１つ又は２つ以上の断面を生成する
ことができる。更に、医師（５４）は異なる構造の透明度及び／又は色を変えることがで
きる。この操作は、手術しようとする領域を含む領域をハイライトすることを含むことが
できる。ここで考慮される流出路では、このようなハイライトは、副鼻腔流出路認識アル
ゴリズムを操作された画像に適用することによって便宜よく得ることができる。この認識
では、工程（３０２）において上で述べたものと似たアルゴリズムを使用するか、かつ／
又は上でも述べた市販のソフトウェアを使用して実行することができる。
【００４２】
　工程（３０４）で生成することができる他の画像には、後述するような予定の手術工程
の表示、後述するような器具が辿る経路、及び流出路の近くの構造が含まれる。
【００４３】
　工程（３０４）は、副鼻腔手術を行うのに先立って実行される画像準備段階を終わらせ
る。フローチャートの以下の工程は、手術中に行われうる行為について説明する。
【００４４】
　器具準備工程（３０６）では、手術で使用される器具が、これらを手術中に追跡できる
ように準備される。器具には、検知コイル（１００）を使用してシステム（２０）によっ
て追跡することができる、上述のガイドワイヤ（２８）が含まれる。器具には更に、内視
鏡、１つ又は２つ以上の可撓性器具、１つ又は２つ以上のカテーテル、及び／又は以下の
もののいずれか１つ又は２つ以上、すなわち、把持鉗子、切断鉗子（Ｂｌａｋｅｓｌｙ鉗
子及びＢｌａｋｅｓｌｙ　ｔｈｒｏｕｇｈｃｕｔｔｉｎｇ鉗子など）、洗浄カニューレ、
吸引カニューレ（Ｆｒａｚｉｅｒ及びＹａｎｋａｕｅｒ吸引カニューレ）、ボール先端型
プローブ、サイナスシーカー、Ｆｒｅｅｒエレベータ、Ｃｏｄｄｌｅエレベータ、他のエ
レベータ、Ｊ－キュレット若しくは他のキュレット、パンチ（マッシュルームパンチなど
）、注射針、ニードルドライバ、モノポーラ若しくはバイポーラ電気焼灼プローブ、ＲＦ
アブレーションプローブ、レーザーエネルギー伝達プローブ、電動式若しくは手動式マイ
クロデブリーダ、シェーバー、ドリル、又はバーが含まれる。他の好適な器具が本明細書
の教示を考慮することで当業者には明らかになろう。
【００４５】
　上述のように、こうした器具のいずれにも、器具の位置決めの追跡を可能にする検知コ
イル（１００）を組み込むことができる。かかる検知コイル（１００）は、検知コイル（
１００）に追跡信号を誘導するための磁場発生器（２４）からの磁場を利用して、システ
ム（２０）により追跡されるように構成することができる。また、これらの器具は、ホー
ル効果を利用して追跡信号を発生するように構成されたセンサを有してもよい。剛性の器
具の場合では、センサは、器具の遠位部分と既知の固定された空間的関係となるように器
具の近位部分に取り付けることができる。あくまで例としてであるが、検知コイル（１０
０）又は他のセンサは、器具の遠位部分上、又はその内部に取り付けることができる（例
えば特に器具が可撓性である場合）。これに加えるか又はこれに代えて、検知コイル（１
００）又は他のセンサは、器具の近位部分上、又はその内部に取り付けることができる（
例えば特に器具が剛性である場合）。
【００４６】
　検知コイル（１００）又は他のセンサがどこに位置決めされるかにかかわらず、検知コ
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イル（１００）又は他のセンサは製造時に器具に組み込むことができる。その他の場合で
は、手術で器具を使用する前に１つ又は２つ以上の検知コイル（１００）又は他のセンサ
をその器具に取り付けることが望ましい場合がある。このような取り付けを実行するため
の方法は、その開示が参照により本明細書に援用される、２０１２年５月２９日発行の米
国特許第８，１９０，３８９号、標題「Ａｄａｐｔｅｒ　ｆｏｒ　Ａｔｔａｃｈｉｎｇ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｉｍａｇｅ　Ｇｕｉｄａｎｃｅ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
ｓ　ｔｏ　ａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ」、及びその開示が参照により本明細書に
援用される、２０１２年９月２７日公開の米国特許出願公開第２０１２／０２４５４５６
号、標題「Ａｄａｐｔｅｒ　ｆｏｒ　Ａｔｔａｃｈｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔ
ｉｃ　Ｉｍａｇｅ　Ｇｕｉｄａｎｃｅ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ　ｔｏ　ａ　Ｍｅｄｉｃａ
ｌ　Ｄｅｖｉｃｅ」に記載されている。
【００４７】
　最後のリアルタイム処置工程（３０８）では、医師（５４）が磁場発生器（２４）を作
動させて器具追跡プロセスを開始する。医師（５４）はまた、スクリーン（５６）上に１
つ又は２つ以上の画像、場合によっては、複数の画像パネルも表示する。表示される画像
は、この処置に使用される内視鏡によって形成されるリアルタイム画像、並びに工程（３
０４）で準備及び生成された画像を含むことができる。したがって、スクリーン（５６）
上の複数の画像パネルの提示によって、医師（５４）は異なるソースからの複数の画像を
同時に見ることが可能になる。
【００４８】
　内視鏡の遠位端の位置及び配向の表示を、工程（３０４）で生成された流出路の画像上
に位置合わせして重ねることができる。同様に、ガイドワイヤ（２８）の遠位端（３０）
の位置及び配向の表示も、流出路の画像と位置合わせして重ねることができる。他の器具
が患者の体内に導入される際、それらの位置及び配向も流出路の画像と重ねることができ
る。
【００４９】
　上述の内視鏡画像は、その上に、画像操作工程（３０４）で生成された流出路の画像、
及び画像操作工程（３０４）で生成されうる他の構造物の１つ又は２つ以上の画像を重ね
合わせることができる。
【００５０】
　いくつかの変形例では、スクリーン（５６）上に表示される画像を医師（５４）が操作
して画像の所望の部分の視認性を高め、提示された画像の「ノイズ」を低減することがで
きる。かかる操作には、医師が画像の部分（例えば外側部分）をレンダリングして少なく
とも部分的に透明にすることにより、ガイドワイヤ（２８）を含む、使用される器具の遠
位先端の表示を含む画像の内側部分をより見えやすくすることが含まれてもよい。これに
代えるか又はこれに加えて、この操作には、医師が工程（３０２）においてセグメント化
された特定の解剖学的構造を表す画像の部分に「疑似」色を適用することが含まれてもよ
い。いくつかの変形例では、医師（５４）は制御部（５１）を使用してスクリーン（５６
）上の画像を操作又は調整する。これに加えるか又はこれに代えて、システム（２０）は
、医師（５４）が音声起動及び／又は他の非接触的起動方法を用いてスクリーン（５６）
上の画像を操作及び調整することができるように構成することができる。
【００５１】
　ガイドワイヤ（２８）の遠位端（３０）の位置及び配向をリアルタイムで知ることがで
きるため、ガイドワイヤ（２８）の遠位端（３０）の近くの解剖学的構造の断面又はスラ
イスをシステム（２０）によって生成してスクリーン（５６）上に表示することができる
。例えば、ガイドワイヤ（２８）の遠位端（３０）の前方の解剖学的構造の断面を表示す
ることができる。スクリーン（５６）上に表示することができる他の画像としては、予定
の手術工程の表示、器具が辿る経路、及び手術しようとする構造の近くの構造が含まれる
。上述のように、かかる画像は通常は画像操作工程（３０４）において生成される。かか
る画像を生成及び提示する方法の更なる例について以下に更に詳細に説明する。
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【００５２】
　ＩＩ．例示的な画像誘導手術の手引き
　場合によっては、患者（２２）にどのように耳鼻咽喉（ＥＮＴ）処置（例えば副鼻腔手
術）を行うかについての手術プラン又は指示が医師（５４）に与えられることが望ましい
場合があり、かかる指示はその特定の患者（２２）の固有の解剖学的構造に応じてカスタ
マイズされる。図６に示される操作工程（３０４）に関して上で述べたように、プロセッ
サ（４０）は、患者（２２）と関連付けられた画像データを操作することで患者（２２）
の固有の解剖学的構造を描写する画像に対してそのような指示を与えることができる。更
に、プロセッサ（４０）は、患者の固有の解剖学的構造に基づいて患者（２２）に選択さ
れた処置を行うことがどの程度望ましいかを判定し、かかるカスタマイズされた指示を操
作工程（３０４）において生成された画像によって与えることができる。これに加えるか
又はこれに代えて、医師（５４）は、操作工程（３０４）において生成された画像によっ
てカスタマイズされた指示を生成するために用いられる更なる入力を与えることもできる
。
【００５３】
　指示画像が自動的に生成されるか、かつ／又は医師（５４）からの入力に基づいて生成
されるかによらず、かかる指示画像は一連の静止画像の形態、「フライスルー」ビデオの
形態、及び／又は任意の他の好適な形態で与えることができる。省略の目的で、この出力
は本明細書では「指示画像」と呼ぶが、かかる画像は静止画像、動く画像（例えばビデオ
、アニメーションなど）、これらの組み合わせ、及び／又は任意の他の好適な種類の画像
を含みうるものと理解される。指示画像は、二次元、三次元、及び／又はこれらの組み合
わせでありうる点も理解されるべきである。
【００５４】
　かかる指示画像は、スクリーン（５６）上の１つ又は２つ以上の画像パネルを通じてレ
ンダリングされてもよい。更に、かかる指示は、医師（５４）がこの処置を行う際に自動
的に更新されてもよい。例えば、システム（２０）は、医師（５４）によって使用される
器具の動きを連続的に追跡し、かかる追跡された動きに基づいてこの処置の段階を判定し
、この処置の現段階に基づいて指示画像を更新することができる。これに加えるか又はこ
れに代えて、医師（５４）は、制御部（５１）、音声起動、及び／又はいくつかの他の手
段によって、ＥＮＴ処置の現時点の段階をシステム（２０）に知らせる入力を与えること
ができる。指示画像を与える方法の具体例を以下に更に詳細に説明する。以下の例はあく
まで例示的なものにすぎない点は理解されるべきである。更なる例及び変形例が本明細書
の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００５５】
　Ａ．カスタマイズされた手術プランを自動的に生成するための例示的プロセス
　図７は、システム（２０）及び／又は他のソースからのデータを用いて医師（５４）に
手術プランを与えるために使用することができる例示的なプロセスを示したものである。
図７のプロセスは、図６のプロセスに組み込むことができる点は理解されるべきである。
例えば、図７のプロセスは、図６に示される操作工程（３０４）内のサブルーチンとして
実行することができる。また、図７のプロセスは、ある他のより大きなプロセスに統合す
るか、又は独立したプロセスとして実行することもできる。図７のプロセスは、システム
（２０）によって実行されるものとして以下で論じられるが、図７のプロセスは任意の他
の好適な構成の任意の他の好適な要素を有する任意の他の好適なシステムによって実行す
ることもできる点は理解されるべきである。あくまで更なる例としてであるが、図７のプ
ロセスの少なくとも一部は、以下に記載の図１４のシステム（１０００）を通じて実行す
ることができる。図７のプロセスの一部を１つのシステムで実行し、図７のプロセスの別
の部分は別のシステムで実行することもできる点も理解されるべきである。
【００５６】
　最初の工程（４００）では、患者（２２）の頭蓋の画像（複数可）が取得される。これ
は、ＥＮＴ外科処置が行われる同じ患者（２２）の頭蓋の画像である点は理解されるべき
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である。この頭蓋の画像（複数可）は、ＭＲＩ、ＣＴ、及び／又は任意の他の好適なイメ
ージングモーダリティ（複数可）を使用して取得することができる。少なくともいくつか
の画像データは、システム（２０）を用いて実行されるマッピングプロセスを通じて与え
られるデータによって生成されるか又は補うことができ、その場合、検知コイル（１００
）を有するプローブが患者（２２）の鼻腔を通じて操作されることで患者（２２）の鼻腔
内の解剖学的構造の幾何形状が確立される。これに加えるか又はこれに代えて、画像デー
タは別のソースから得ることもできる（例えば過去のある他の時点及び／又はある他の施
設などにおいて実行されたスキャニングから）。
【００５７】
　場合によっては、２つ又は３つ以上の画像が工程（４００）で与えられる。あくまで例
としてであるが、これらの画像は、ＤＩＣＯＭ「医療分野におけるデジタルイメージング
及び通信規格（Digital Imaging and Communications in Medicine）」ファイルとして与
えられ、プロセッサ（４０）にインポートすることもできる。プロセッサ（４０）は、こ
れらの画像に基づいて鼻道及び副鼻腔の解剖学的構造の配置を評価するために特化したソ
フトウェアを有することができる。いくつかの例では、これらの画像は、グラフィカルユ
ーザインターフェースを用いて操作可能な三次元画像を含んでもよい。三次元画像はセグ
メント化された三次元モデルを作成することによって得ることができる。三次元モデルの
使用をともなう変形例では、三次元モデルは既存のものであってよく、したがってこれを
三次元モデルとしてプロセッサ（４０）にインポートすることができる。また、プロセッ
サ（４０）は、プロセッサ（４０）にインポートされた二次元画像データに基づいて三次
元モデルを生成することもできる。任意の他の好適な方法を用いて三次元画像を生成でき
ることは言うまでもない。いくつかの変形例では、完全な三次元モデルの生成を必ずしも
必要としない場合がある点も理解されるべきである。
【００５８】
　図７に示されるプロセスの次の工程（４０２）では、プロセッサ（４０）が、医師（５
４）が患者（２２）に行おうとする特定の種類の処置を示す医師（５４）からの入力を受
信する。例えば、医師（５４）は、操作制御部（５１）を使用するか、ボイスコマンドを
使用するか、かつ／又は任意の他の好適な入力形態を使用してこの入力を与えることがで
きる。システム（２０）は、医師（５４）が、これらに限定されるものではないが、前頭
陥凹の拡張、上顎洞自然口の拡張、蝶形骨洞自然口の拡張、耳管の拡張、篩骨胞の開口部
の形成、及び／又は他の様々なＥＮＴ処置を含む様々なＥＮＴ処置の広範なリストから選
択することを可能にする。いくつかの変形例では、プロセッサ（４０）は、副鼻腔処置の
手術プランを与えるようにのみ構成され、これにより、医師（５４）はどの通路（例えば
前頭陥凹、上顎洞自然口、蝶形骨洞自然口）内に副鼻腔処置を行うかを単純に選択する。
【００５９】
　システム（２０）が患者（２２）に固有の必要な画像を手元に受信し（工程（４００）
）、医師（５４）が患者（２２）に行おうとする特定の種類の処置を示す医師（５４）か
らの入力（工程（４０２））を受信した時点で、システム（２０）は分析工程（４０４）
を実行することができる。この分析工程（４０４）では、ソフトウェア（例えばプロセッ
サ（４０）を通じて実行される）が、工程（４０２）で選択された医療処置と関連付けら
れたデータとの関連で工程（４００）の一部としてインポートされた頭蓋の画像に基づい
て患者（２２）の鼻道及び副鼻腔の解剖学的構造の配置を評価する。工程（４０２）にお
ける選択で利用可能な様々な医療処置と関連付けられたデータは、システム（２０）にロ
ーカルで格納されてもよく、かつ／又は１つ又は２つ以上のリモートサーバ上に遠隔で格
納されてもよい点は理解されるべきである。かかるデータがどこに格納されているかによ
らず、プロセッサ（４０）は、工程（４０２）において選択された医療処置と関連付けら
れたデータにアクセスしてこれを処理し、工程（４００）の一部としてインポートされた
頭蓋の画像に代表されるような患者（２２）の固有の解剖学的構造に対してその処置をど
のように最も効果的に実施するかを決定することができる。この処理は、工程（４００）
の一部としてインポートされた画像を基準として一連の並進及び回転座標を確立すること
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が含みうる。
【００６０】
　プロセッサ（４０）が分析工程（４０４）を完了した時点で、プロセッサ（４０）は医
師（５４）に対する出力を生成し、これにより特定の患者（２２）に合わせて調整された
手術プランを表示することができる（工程（４０６））。工程（４０６）において出力さ
れた手術プランは、選択されたＥＮＴ処置をどのように行うかについて医師（５４）に対
して「行程表」すなわち工程毎の指示を与えることができる。あくまで例としてであるが
、選択されたＥＮＴ処置が副鼻腔排液通路拡張処置を含む場合、工程（４０６）において
出力される手術プランには、患者（２２）に対して以下の行為のうちの少なくともいくつ
か（すべてでないにしても）を実行するための行程表を含むことができる。すなわち、（
ｉ）患者の鼻腔内にガイド部材（例えばガイドカテーテル、ガイドレール、ガイドプロー
ブなど）を位置決めすること、（ｉｉ）ガイド部材に対してガイドワイヤを進めて副鼻腔
排液通路（例えば副鼻腔自然口、前頭陥凹など）にガイドワイヤを通すこと、（ｉｉｉ）
ガイドワイヤに沿って拡張器を進めて拡張器を副鼻腔排液通路内に位置決めすること、及
び（ｉｖ）拡張器を拡張させて排液通路を拡張することにより通気及び排液を行い、粘膜
繊毛輸送の自然な方向に基づいて粘液の正常な流出を回復させること、である。これは、
工程（４０６）において出力される手術プランの対象となりうるＥＮＴ処置のあくまで例
示的な例の１つにすぎないことは言うまでもない。工程（４０６）において出力される手
術プランの対象となりうる他の様々な種類のＥＮＴ処置が、本明細書の教示に照らせば当
業者には明らかとなろう。
【００６１】
　手術プランを視覚的に表示する（工程（４０６））方法の様々な例を以下に図９～１３
Ｃを参照して更に詳細に説明する。その他の例が本明細書の教示に照らせば当業者には明
らかとなろう。
【００６２】
　Ｂ．カスタマイズされた手術プランを手動で生成するための例示的プロセス
　図８は、システム（２０）及び／又は他のソースからのデータを使用して医師（５４）
に対して手術プランを提供するために使用することができる別の例示的プロセスを示した
ものである。図８のプロセスは、図６のプロセスに組み込むことができる点は理解される
べきである。例えば、図８のプロセスは、図６に示される操作工程（３０４）内のサブル
ーチンとして実行することができる。また、図８のプロセスは、ある他のより大きなプロ
セスに統合するか、又は独立したプロセスとして実行することもできる。図８のプロセス
は、システム（２０）によって実行されるものとして以下で論じられるが、図８のプロセ
スは任意の他の好適な構成の任意の他の好適な要素を有する任意の他の好適なシステムに
よって実行することもできる点は理解されるべきである。あくまで更なる例としてである
が、図８のプロセスの少なくとも一部は、以下に記載の図１４のシステム（１０００）を
通じて実行することができる。図８のプロセスの一部を１つのシステムで実行し、図８の
プロセスの別の部分は別のシステムで実行することもできる点も理解されるべきである。
【００６３】
　図７の分析工程（４０４）を参照して上で述べたように、システム（２０、５１０）は
、工程（４００）の一部としてインポートされた画像と組み合わせて参照することができ
る格納されたＥＮＴ医療処置のデータベースを含むことができる。図８のプロセスでは、
かかる格納されたＥＮＴ医療処置を最初に生成することができる。別の言い方をすれば、
図８に示されるプロセスは、必ずしも格納されたＥＮＴ医療処置の既存のデータベースが
なくとも実行することができる。図８のプロセスは、医師（５４）が患者（２２）にＥＮ
Ｔ医療処置を行う前に同じ医師（５４）によって実行することができる。別のあくまで例
示的な例として、図８のプロセスは医師の研修の一環として実行することもでき、トレー
ナーの医師（５４）が図８のプロセスを実行する一方で、研修生の医師（５４）が図８の
プロセスの間にトレーナーの医師（５４）によって与えられた入力に基づいて生成される
手術プラン又は指示（工程（４０６））を実行する。
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【００６４】
　最初の工程（５００）では、患者（２２）の頭蓋の画像（複数可）が取得される。これ
は、ＥＮＴ外科処置が行われる同じ患者（２２）の頭蓋の画像である点は理解されるべき
である。この頭蓋の画像（複数可）は、ＭＲＩ、ＣＴ、及び／又は任意の他の好適なイメ
ージングモーダリティ（複数可）を使用して取得することができる。少なくともいくつか
の画像データは、システム（２０）を用いて実行されるマッピングプロセスを通じて与え
られるデータによって生成されるか又は補うことができ、その場合、検知コイル（１００
）を有するプローブが患者（２２）の鼻腔を通じて操作されることで患者（２２）の鼻腔
内の解剖学的構造の幾何形状が確立される。これに加えるか又はこれに代えて、画像デー
タは別のソースから得ることもできる（例えば過去のある他の時点及び／又はある他の施
設などにおいて実行されたスキャニングから）。
【００６５】
　場合によっては、２つ又は３つ以上の画像が工程（５００）で与えられる。あくまで例
としてであるが、これらの画像は、ＤＩＣＯＭ「医療分野におけるデジタルイメージング
及び通信規格（Digital Imaging and Communications in Medicine）」ファイルとして与
えられ、プロセッサ（４０）にインポートすることもできる。プロセッサ（４０）は、こ
れらの画像に基づいて鼻道及び副鼻腔の解剖学的構造の配置を評価するために特化したソ
フトウェアを有することができる。本例では、ソフトウェアは点群をセグメント化された
三次元モデルに変換する（工程（５０２））。このプロセスの一環として、ソフトウェア
は、プロセッサ（４０）によって副鼻腔構造認識アルゴリズムを適用する（工程（５０４
））。ソフトウェアは最終的に操作可能な三次元画像の形態で出力を生成する（工程（５
０６））。ソフトウェアを上述の工程（５０２、５０４、５０６）を実行するように構成
する様々な好適な方法が、本明細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００６６】
　次いで医師（５４）に、三次元画像を操作するためのグラフィカルユーザインターフェ
ース（ＧＵＩ）が提示される（工程（５０８））。あくまで例としてであるが、このＧＵ
Ｉは、医師（５４）がそれぞれの解剖学的構造の透明度及び／又は色を規定することを可
能にしうる（工程（５１０））。あくまで１つの例示的な例としてであるが、上顎洞自然
口を拡張するための手術プランを提供するための三次元画像を準備する場合、医師は、鉤
状突起のグラフィック表現を約５０％透明に、また、上顎洞自然口の色を赤に設定するこ
とができる。このＧＵＩはまた、医師（５４）が三次元画像内に様々な種類のマーキング
及び／又はアノテーションを与えることも可能にする。三次元画像の探査及びマーキング
を促すため、ＧＵＩは更に、医師（５４）が三次元画像の二次元視野を回転、ズーム、パ
ン、チルト、断面表示、又は別の方法で変更することを可能にしうる（工程（５１２））
。
【００６７】
　本例のソフトウェアによれば、副鼻腔の流出路を視覚的にハイライトすることもできる
（工程（５１４））。本例では、このプロセスは副鼻腔流出路認識アルゴリズムの適用に
よって自動化される（工程（５１６））。ソフトウェアを上述の工程（５０８、５１０、
５１２、５１４、５１６）を実行するように構成する様々な好適な方法が、本明細書の教
示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００６８】
　工程（５１４）が完了した時点で、プロセッサ（４０）は医師（５４）に対する出力を
生成し、これにより手術プランを表示することができる（工程（４０６））。上述のよう
に、工程（４０６）において出力された手術プランは、選択されたＥＮＴ処置をどのよう
に行うかについて医師（５４）に対して「行程表」すなわち工程毎の指示を与えることが
できる。あくまで例としてであるが、選択されたＥＮＴ処置が副鼻腔排液通路拡張処置を
含む場合、工程（４０６）において出力される手術プランには、患者（２２）に対して以
下の行為のうちの少なくともいくつか（すべてでないにしても）を実行するための行程表
を含むことができる。すなわち、（ｉ）患者の鼻腔内にガイド部材（例えばガイドカテー
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テル、ガイドレール、ガイドプローブなど）を位置決めすること、（ｉｉ）ガイド部材に
対してガイドワイヤを進めて副鼻腔排液通路（例えば副鼻腔自然口、前頭陥凹など）にガ
イドワイヤを通すこと、（ｉｉｉ）ガイドワイヤに沿って拡張器を進めて拡張器を副鼻腔
排液通路内に位置決めすること、及び（ｉｖ）拡張器を拡張させて排液通路を拡張するこ
とにより通気及び排液を行い、粘膜繊毛輸送の自然な方向に基づいて粘液の正常な流出を
回復させること、である。これは、工程（４０６）において出力される手術プランの対象
となりうるＥＮＴ処置のあくまで例示的な例の１つにすぎないことは言うまでもない。工
程（４０６）において出力される手術プランの対象となりうる他の様々な種類のＥＮＴ処
置が、本明細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００６９】
　図８には示されていないが、ソフトウェアは更に、医師（５４）が工程（５０６）にお
いて生成された三次元画像を使用してＥＮＴ処置を仮想的に行うことを可能にしうる点は
理解されるべきである。例えば、ソフトウェアは、医師（５４）にＥＮＴ処置で使用する
ことができる器具のグラフィック表現を提示することができ、かかる器具のグラフィック
表現は三次元画像と重ねられるか又は別の方法で統合される。医師（５４）は、任意の好
適な入力又は入力の組み合わせ（例えばマウス、トラックパッド、キーボード、ジョイス
ティック、タッチスクリーンなど）を使用して器具のグラフィック表現を操作することが
できる。医師（５４）が仮想的にＥＮＴ処置を行うことを可能にすることにより、ソフト
ウェアは、医師（５４）が必要な回数だけ試運転を行うことを可能にし、これにより医師
（５４）が最も適切な方法を見つける支援をする。
【００７０】
　更に、仮想ＥＮＴ処置において取り込まれたデータを用いて工程（４０６）において出
力される手術プランを発展させることができる。詳細には、医師（５４）が仮想ＥＮＴ処
置の１つ又は２つ以上の工程を支障なく完了した時点で、システムは仮想ＥＮＴ処置中に
医師（５４）によって操作された仮想器具の動き及び配向を保存し、仮想器具の保存され
た支障ない動き及び配向を工程（４０６）において出力される手術プランに組み込むこと
ができる。別の言い方をすれば、医師（５４）は最初に、患者の解剖学的構造の三次元モ
デル上で仮想的にＥＮＴ処置を完了し、次に、工程（４０６）において出力された手術プ
ランに頼ることによって、医師（５４）が実際の器具を使用して実際のＥＮＴ処置を患者
（２２）に行う際に仮想ＥＮＴ処置において支障なく行われた仮想器具の動き及び配向を
再現することができる。ソフトウェアが仮想ＥＮＴ処置を可能にし、その結果を取り込ん
で使用する様々な好適な方法が、本明細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００７１】
　Ｃ．カスタマイズされた手術プランをレンダリングするための例示的プロセス
　上述のように、図７に示されるプロセス及び図８に示されるプロセスはそれぞれ、医師
（５４）に対する出力を生成し、これにより特定の患者（２２）に合わせて調整された手
術プランを表示することができる（工程（４０６））。本例では、手術プランは１つ又は
２つ以上の指示画像の形態で与えられる。工程（４０６）において表示される指示画像は
、スクリーン（５６）上の１つ又は２つ以上の画像パネルを通じてレンダリングすること
ができる。図９は、医師（５４）に対して提示される（工程（４０６））手術プランと組
み合わせて与えることができる例示的な工程を示したものである。表示することができる
指示画像の種類の例について、図９のブロック（６０６、６０８、６１０、６１２、６１
４）を参照し、更に図１０～１３Ｃを参照して以下により詳細に説明する。
【００７２】
　場合によっては、ＥＮＴ処置は、工程（６００）に示されるように内視鏡によって与え
られる実際の視覚的ガイダンスによって行うことができる。内視鏡からのビデオ視野を、
工程（４０６）において表示される指示画像の１つ又は２つ以上と組み合わせることによ
って、内視鏡視野をスクリーン（５６）上の１つ又は２つ以上の画像パネルを通じてレン
ダリングすることができる。内視鏡は検知コイル（１００）又は他のセンサを更に有して
もよく、これにより、内視鏡の位置をシステム（２０）によって追跡することができる。



(20) JP 2017-529116 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

検知コイル（１００）又は他のセンサからの位置決めデータを、工程（４０６）において
表示される指示画像の１つ又は２つ以上に更に組み込むことができる。例えば、内視鏡の
グラフィック表現をスクリーン（５６）の１つ又は２つ以上の画像パネルを通じてレンダ
リングされる患者の副鼻腔の解剖学的構造の１つ又は２つ以上の仮想視野と重ね合わせる
か又は別の方法で統合することができる。これにより、医師（５４）に、内視鏡の鼻腔内
におけるリアルタイム位置についてより確かな感覚を与えることができ、これにより、内
視鏡自体によって与えられる内視鏡視野の状況がより分かりやすくなる。いくつかの他の
変形例では、内視鏡は検知コイル（１００）又は他のセンサを有しておらず、そのため、
指示画像を提示するソフトウェアは内視鏡のリアルタイム位置決めを描写せず、又は別の
方法でも説明しない。
【００７３】
　同様に、ＥＮＴ処置は、上述の検知コイル（１００）又は他のセンサを組み込んだ１つ
又は２つ以上の器具を使用して行うことができる。このような場合では、工程（６０２）
に示される検知コイル（１００）又は他のセンサからの位置決めデータを手術プランとと
もに処理することができる。検知コイル（１００）又は他のセンサからの位置決めデータ
を、工程（４０６）において表示される指示画像の１つ又は２つ以上に更に組み込むこと
ができる。例えば、ＥＮＴ器具のグラフィック表現を、スクリーン（５６）の１つ又は２
つ以上の画像パネルを通じてレンダリングされる患者の副鼻腔の解剖学的構造の１つ又は
２つ以上の仮想視野と重ね合わせるか又は別の方法で統合することができる。これにより
、医師（５４）に、ＥＮＴ器具の鼻腔内におけるリアルタイム位置についてより確かな感
覚を与えることができ、これにより、ＥＮＴ器具の実際の内視鏡視野が補足される。いく
つかの他の変形例では、ＥＮＴ処置は検知コイル（１００）又は他のセンサを有するＥＮ
Ｔ器具のいずれも使用せずに行われるため、指示画像を提示するソフトウェアはＥＮＴ器
具のリアルタイム位置決めを描写せず、又は別の方法でも説明しない。
【００７４】
　いくつかの変形例は、医師（５４）が外科処置の前及び／又はその間に指示画像を操作
することを可能にしうる。例えば、ソフトウェアは、医師（５４）が指示画像に回転、パ
ン、チルト、ズーム、分解、断面表示、及び／又は他の操作を実行することを可能にしう
る。これにより、医師（５４）が医療処置の特定の段階における器具の正確な位置決め、
配向、及び動く方向についてより確かな感覚を得ることが可能になる。あくまで例として
であるが、医師（５４）は、マウス、トラックパッド、キーボード、ジョイスティック、
タッチスクリーンなどの様々な種類の入力を使用して指示画像を操作することができる。
これに加えるか又はこれに代えて、いくつかの変形例は、医師（５４）が音声入力を使用
して指示画像を操作することを可能にしうる（工程（６０４））。これにより、医師の両
手が自由となり、ＥＮＴ処置の全体を通じて内視鏡及び他のＥＮＴ器具を把持及び操作す
ることが可能になる。音声入力機能を組み込む様々な好適な方法が、本明細書の教示に照
らせば当業者には明らかとなろう。
【００７５】
　指示画像に影響を与えるために工程（６００、６０２、６０４）からのデータ／命令が
用いられるか否かにかかわらず、またこのデータ／命令がどのように用いられるかにかか
わらず、指示画像は多くの異なる形態を取りうる点は理解されるべきである。上述のよう
に、工程（４０６）において表示される指示画像は、スクリーン（５６）上の１つ又は２
つ以上の画像パネルを通じてレンダリングすることができる。別の言い方をすれば、複数
の指示画像を同時に医師（５４）に対して提示することができる。複数の指示画像が同時
に医師（５４）に提示される場合、これらの複数の指示画像は互いに異なる視野を与える
ことができる。指示画像が取りうる形態の様々な例について、図９のブロック（６０６、
６０８、６１０、６１２、６１４）を参照し、更に図１０～１３Ｃを参照して以下により
詳細に説明する。図９のブロック（６０６、６０８、６１０、６１２、６１４）を参照し
、更に図１０～１３Ｃを参照して以下に説明する視野のいずれか、又はすべてを医師（５
４）に同時に提示することができる。以下の例はあくまで例示的なものにすぎない点は理



(21) JP 2017-529116 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

解されるべきである。更なる例及び変形例が本明細書の教示に照らせば当業者には明らか
となろう。
【００７６】
　あくまで例としてであるが、ＥＮＴ器具の１つが検知コイル（１００）又は他のセンサ
を有する変形例では、ブロック（６０６）に示されるように指示画像の１つ又は２つ以上
によってＥＮＴ器具の先端の位置のリアルタイム３平面ＣＴスライス（triplanar CT sli
ces）の視野を与えることができる。指示画像が検知コイル（１００）又は他のセンサを
有する器具のリアルタイム位置決めを描写することができる様々な好適な方法が本明細書
の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００７７】
　図９にも示されるように、指示画像の１つは予定のＥＮＴ処置工程の表示、器具の経路
及び配向、並びに解剖学的構造を含むことができる（ブロック（６０８））。かかる視野
の更なる例について、図１０～１３Ｃを参照しながら以下に更に詳細に説明する。
【００７８】
　更に、上述のように、スクリーン（５６）上の画像パネルの１つ又は２つ以上によって
実際の内視鏡からの実際の鼻腔の内視鏡視野を与えることができ（ブロック（６１０））
、この内視鏡視野は１つ又は２つ以上の指示画像に隣接して与えられる。
【００７９】
　あくまで別の例示的な例としてであるが、ＥＮＴ器具の１つが検知コイル（１００）又
は他のセンサを有する変形例では、ブロック（６１２）に示されるように、指示画像の１
つ又は２つ以上によってＥＮＴ器具の先端の位置を示すリアルタイム三次元モデルレンダ
リングを与えることができる。いくつかのかかる変形例では、解剖学的構造の視覚的表現
が半透明で示されることによって、解剖学的構造の視覚的表現によってＥＮＴ器具の視覚
的表現が見えにくくなることが防止される。この視野は更に、異なる解剖学的構造間の区
別を容易にする色で識別された解剖学的構造のセグメント化及び／又は他の視覚的要素を
含むことができる。
【００８０】
　実際の内視鏡からの鼻腔の実際の内視鏡視野を与える変形例では、このような実際の内
視鏡視野は、実際の内視鏡視野に重ね合わせられるか又は別の方法で統合された、ソフト
ウェアで生成された視覚的要素を更に含むことができる。例えば、ソフトウェアは、内視
鏡の視野内の副鼻腔流出路（及び／又は他の目立ちやすい解剖学的構造）のハイライトを
重ね合わせることができる（６１４）。このような強調された内視鏡視野（ブロック（６
１４））は、強調されていない内視鏡視野（ブロック（６１０））と組み合わせて、又は
その代わりに与えることができる。
【００８１】
　図１０は、工程（４０６）において表示することができる指示画像の１つの一例を示し
ている。詳細には、図１０は、患者（２２）の鼻腔内の解剖学的構造の上部体軸断面図を
示している。詳細には、図１０は、鼻中隔（ＮＳ）、中鼻甲介（ＭＴ）、鉤状突起（ＵＰ
）、及び篩骨胞（ＥＢ）を描写している。この視野は、図７に示されるプロセスの工程（
４００）又は図８に示されるプロセスの工程（５００）において取得された頭蓋画像から
生成されたものであってよい点は理解されるべきである。図１０の視野は、上顎洞自然口
（ＭＳＯ）内に器具を挿入するための経路を示す一群の矢印（７００）を更に含んでいる
。いくつかの変形例では、矢印（７００）は、すべて同時かつ静止した状態で示される。
いくつかの他の変形例では、矢印（７００）は動かされることによって上顎洞自然口（Ｍ
ＳＯ）に至る経路の方向が強調される。更に他の変形例では、単一の矢印（７００）が用
いられ、この単一の矢印の柄部が上顎洞自然口（ＭＳＯ）に至る曲がりくねった経路に沿
って曲がっている。断面図が上顎洞自然口（ＭＳＯ）又は鼻腔と関連する他の解剖学的構
造に向かう経路を描写する他の好適な方法は、本明細書の教示に照らせば当業者には明ら
かとなろう。複数の異なる断面図（例えば異なる平面に沿ったもの）を同時に示すことに
よって、医師（５４）に器具の経路が３つの次元をどのように通過しているかについてよ
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り確かな感覚を与えることができる点も理解されるべきである。
【００８２】
　図１１は、工程（４０６）において表示することができる指示画像の別の１つの一例を
示している。詳細には、図１１は、その視線が患者（２２）の中鼻道に向かって配向され
た内視鏡の視点からガイドカテーテルのグラフィック表現（８００）及びガイドワイヤの
グラフィック表現（８１０）を示した仮想内視鏡視野を示している。したがってこの視野
は、鼻中隔（ＮＳ）、中鼻甲介（ＭＴ）、篩骨胞（ＥＢ）、及び鉤状突起（ＵＰ）のグラ
フィック表現との関連でグラフィック表現（８００）の位置及び配向を示している。この
視野は、グラフィック表現（８００）によって示されるガイドカテーテルを各解剖学的構
造に対してどのように位置決めすべきかについてより確かな感覚を医師に与えるために三
次元透視図で示されている。
【００８３】
　図１１に示される例では、指示画像は、どのようにガイドワイヤを上顎洞自然口に挿入
するかを示している。同じ器具及び解剖学的構造の実際の内視鏡視野では、ガイドカテー
テルの遠位端及びガイドワイヤは鉤状突起（ＵＰ）によって見えにくくなっている。その
ため、指示画像は、グラフィック表現（８００）の遠位端（８０４）及びグラフィック表
現（８１０）を半透明形態で描写している一方で、グラフィック表現（８００）の近位端
（９０２）を不透明形態で描写している。鉤状突起（ＵＰ）はこの例では不透明形態で描
写されている。別の例示的な変形例では、鉤状突起（ＵＰ）は半透明形態で描写されてい
る。かかる変形例では、グラフィック表現（８００）の遠位端（８０４）及びグラフィッ
ク表現（８１０）は不透明形態で描写することができる。指示画像が解剖学的構造による
器具の見えにくさに対処する他の好適な方法は、本明細書の教示に照らせば当業者には明
らかとなろう。
【００８４】
　いくつかの変形例では、図１１の指示画像は単純に静止画像として示される。いくつか
の他の変形例では、図１１の指示画像はアニメーションとして示される。例えば、指示画
像は単純に各解剖学的構造を示すことによって開始することができる。次いで指示画像は
、図１１に示される位置へと動かされるグラフィック表現（８００）のアニメーションを
示すことができる。次いで指示画像は、図１１に示される位置へと動かされるグラフィッ
ク表現（８１０）のアニメーションを示すことができる。図１１の指示画像を動かす他の
好適な方法は、本明細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００８５】
　いくつかの変形例では、図１１の仮想内視鏡視野は同じ解剖学的構造の実際の内視鏡視
野に隣接して示され、これにより、医師（５４）は両方の画像を一緒に見て、実際の内視
鏡視野が仮想内視鏡視野と一致するように実際のガイドカテーテルを動かすことができる
。内視鏡が検知コイル（１００）又は他のセンサを含む変形例では、仮想内視鏡視野の視
線が実際の内視鏡視野の視線と一致する（又は少なくともほとんど近くなる）ように仮想
内視鏡視野をリアルタイムで更新することができる。
【００８６】
　ガイドカテーテル及び／又はガイドワイヤが検知コイル（１００）又は他のセンサを含
む変形例では、図１１の仮想内視鏡視野は実際のガイドカテーテル及び／又は実際のガイ
ドワイヤの重ね合わせられたグラフィック表現を更に含むことができる。これらの重ね合
わせられたグラフィック表現は、リアルタイムで更新することができる。これにより、医
師（５４）は、実際のガイドカテーテルの実際の位置決めをグラフィック表現（８００）
と、かつ実際のガイドワイヤの実際の位置決めをグラフィック表現（８１０）と直接関連
付けることができる。これにより、医師（５４）は、実際のガイドカテーテル及びガイド
ワイヤの重ね合わせられた表現が対応するグラフィック表現（８００、８１０）と重なり
合うまで実際のガイドカテーテル及びガイドワイヤを動かすことができる。いくつかのか
かる変形例では、実際のガイドカテーテル及び実際のガイドワイヤの重ね合わせられたグ
ラフィック表現は半透明形態で与えられる一方で、グラフィック表現（８００、８１０）
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は不透明形態で与えられる。いくつかの他の変形例では、実際のガイドカテーテル及び実
際のガイドワイヤの重ね合わせられたグラフィック表現は不透明形態で与えられる一方で
、グラフィック表現（８００、８１０）は半透明形態で与えられる。１つ又は２つ以上の
器具の実際の位置決めを１つ又は２つ以上の器具の想定される位置決めと同じ視野内にリ
アルタイムで表示する他の好適な方法は、本明細書の教示に照らせば当業者には明らかと
なろう。システム（２０）が外科処置中に器具のうちの１つ又は２つ以上の位置決め及び
動きを追跡するいくつかの変形例では、システム（２０）は、医師（５４）が手術プラン
又は指示から許容しえない程度に逸脱した場合にこれを知らせるための聴覚的アラート及
び／又は視覚的アラートを医師（５４）に対して与えることができる。システム（２０）
は、医師（５４）が手術プランに再び沿うように軌道修正するために何をなすべきかにつ
いて更なる指示を与えることもできる。
【００８７】
　図１１に示される視野の別のあくまで例示的な変形例として、視野は強調された実際の
内視鏡画像として与えることもできる。例えば、視野はガイドカテーテルの実際の描写を
含んでもよいが、１つ又は２つ以上の矢印及び／又は他の方向指標をガイドカテーテルの
実際の描写上、又はその近くに重ね合わせることによって医師（５４）にガイドカテーテ
ルがどのように配向されて動かされるべきかを示すことができる。
【００８８】
　図１２は、工程（４０６）において表示することができる指示画像の別の１つの一例を
示している。詳細には、図１２は、その視線が患者（２２）の中鼻道に向かって配向され
た内視鏡の視点から三次元ガイド矢印（９００）を示した仮想内視鏡視野を示している。
したがってこの視野は、鼻中隔（ＮＳ）、中鼻甲介（ＭＴ）、篩骨胞（ＥＢ）、及び鉤状
突起（ＵＰ）のグラフィック表現との関連でガイド矢印（９００）の位置及び配向を示し
ている。
【００８９】
　ガイド矢印（９００）の三次元構成は、医師に、鉤状突起（ＵＰ）を迂回し、それによ
って上顎洞自然口（ＭＳＯ）に到達するために中鼻道の三次元空間をガイドカテーテル及
びガイドワイヤの経路がどのように通過すべきかについての感覚を与えるものである。詳
細には、ガイド矢印（９００）は、近位面（９０４）を与える近位部分（９０２）と円錐
状先端（９０８）を与える遠位部分（９０６）とを有している。面（９０４）及び先端（
９０８）を有すること及びこれらの構成によって、矢印（９００）は、二次元の矢印より
もより効果的に三次元空間を通る器具の経路を視覚的に伝えることができる。更に、ガイ
ド矢印（９００）が鉤状突起（ＵＰ）の横の空間を通過しているため、指示画像は、ガイ
ド矢印（９０６）の遠位端（９０６）を半透明形態で描写している一方で、ガイド矢印（
９０６）の近位端（９０２）を不透明形態で描写している。鉤状突起（ＵＰ）はこの例で
は不透明形態で描写されている。別の例示的な変形例では、鉤状突起（ＵＰ）は半透明形
態で描写されている。かかる変形例では、ガイド矢印（９００）の遠位端（９０６）は不
透明形態で描写することができる。指示画像が解剖学的構造による器具の経路の見えにく
さに対処する他の好適な方法は、本明細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００９０】
　図１３Ａ～１３Ｃは、工程（４０６）において表示することができる指示画像のうちの
別の１つによって描写することができる一連の画像を示している。詳細には、図１３Ａ～
１３Ｃは、その視線が患者（２２）の中鼻道に向かって配向された内視鏡の視点からアニ
メーションのガイド矢印（９５０）を示した仮想内視鏡視野を示している。したがってこ
の視野は、鼻中隔（ＮＳ）、中鼻甲介（ＭＴ）、篩骨胞（ＥＢ）、及び鉤状突起（ＵＰ）
のグラフィック表現との関連で器具が通過する経路の動く表現を示している。指示画像は
、図１３Ａの視野、次いで図１３Ｂの視野、次いで図１３Ｃの視野のシークエンスを繰り
返すことができ、これにより、医師（５４）はガイド矢印（９５０）の動きを観察して器
具の適切な経路を決定することができる点は理解されるべきである。図１３Ａに示される
ように、ガイド矢印（９５０）はベタ塗りされている。しかしながら、図１３Ｂ～１３Ｃ
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では、ガイド矢印（９５０）はベタ塗りされていない。ベタ塗りされた矢印からベタ塗り
されていない矢印へのこのような変化は、経路が鉤状突起（ＵＰ）を迂回して上顎洞自然
口（ＭＳＯ）に至ることを示している。解剖学的構造の背後のアニメーションガイド矢印
（９５０）の動きを描写することができる他の好適な方法は、本明細書の教示に照らせば
当業者には明らかとなろう。
【００９１】
　上記に加えるか又は上記に代えて、指示画像は、器具がどのように動かされるか又は別
の方法で操作されるかを示すテキストアノテーションを含むことができる。これに加える
か又はこれに代えて、指示画像は、その処置の異なる段階における器具を示す隣接した一
連のパネルを有してもよく、これにより、医師（５４）は複数の画像パネルを順番に見る
ことによって器具の適切な経路を決定することができる。上記に加えるか又は上記に代え
て、指示画像は、器具がどのように動かされるか又は別の方法で操作されるかを示す器具
のアニメーションを含むことができる。更に別のあくまで例示的な例として、スクリーン
（５６）は、指示画像の隣にテキストの指示のリストを表示することができ、このテキス
トの指示によって、患者（２２）の体内のどこでどのように器具を操作するかについての
工程毎の指示が医師（５４）に与えられる。指示画像が器具用の経路を示す更に他の好適
な方法は、本明細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。視覚的指示は、格納さ
れた音声ファイルから生成される自動化された音声指示で置き換えるか又は補うことがで
き、この音声はスピーカー、イヤーピース、又は医師（５４）が聴くことのできるある他
の装置によって再生することができる点も理解されるべきである。
【００９２】
　器具の所望の位置決め、配向、及び動く方向を示すことに加え、指示画像は、医師（５
４）に空間的コンテキストを与える助けとなりうる特定の解剖学的ランドマークを指し示
すことができる点も理解できるはずである。例えば、指示画像は、中鼻甲介（ＭＴ）の位
置を示すテキスト及び矢印、鉤状突起（ＵＰ）を示すテキスト及び矢印、副鼻腔自然口又
は他の通路を示すテキスト及び矢印を含むことができる。指示画像が１つ又は２つ以上の
解剖学的ランドマークを視覚的に示す様々な好適な方法が、本明細書の教示に照らせば当
業者には明らかとなろう。同様に、指示画像内で指し示すのに有用でありうる様々な解剖
学的ランドマークも、本明細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００９３】
　いくつかの変形例では、指示プランが、選択されるＥＮＴ処置の複数の手術指標点を識
別し、これらの指標点の完了によって指示画像を更新するようにしてもよい。例えば、副
鼻腔処置プロセッサ（４０）は、最初に、患者（２２）の鼻腔内におけるガイドカテーテ
ルの適正な配置を描写する１つ又は２つ以上の指示画像を与えることができる。ガイドカ
テーテルの適正な配置は第１の指標点の完了を表すことができ、これにより、プロセッサ
（４０）は、ガイドカテーテルが適正に配置された後でガイドワイヤの適正な配置を描写
する次の指示画像のセットを与えることができる。ガイドワイヤの適正な配置は第２の指
標点の完了を表すことができ、これにより、プロセッサ（４０）は、ガイドワイヤが適正
に配置された後で拡張カテーテルの適正な配置を描写する次の指示画像のセットを与える
ことができる。拡張カテーテルの適正な配置は第３の指標点の完了を表すことができ、こ
れにより、プロセッサ（４０）は、拡張カテーテルが適正に配置された後で拡張器の拡張
を描写する次の指示画像のセットを与えることができる。副鼻腔処置のこれに続く指標点
及び他の指標点は本明細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。同様に、プロセ
ッサ（４０）が特定の外科処置中に手術指標点の完了に反応する他の好適な方法は、本明
細書の教示に照らせば当業者には明らかとなろう。プロセッサ（４０）は、検知コイル（
１００）からの位置決めデータに基づいて、医師（５４）からの入力に基づいて、かつ／
又は任意の他の好適な入力に基づいて、指標点が完了したことを判定することができる。
【００９４】
　上記の例のいくつかは、器具の位置決めのリアルタイム追跡（例えば１つ又は２つ以上
の検知コイル（１００）を使用した）を含むが、かかる追跡はすべての変形例において必
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要とされるわけではない点は理解されるべきである。いくつかの変形例は、いずれの器具
の位置又は動きの追跡も実行することなく、単純に指示画像を与えることができる。かか
る変形例では、プロセッサ（４０）は、医師（５４）からの入力（例えば指標点の完了を
示すなど）に応じて一連の指示画像を通じて進行することができる。更に、手術プランが
生成された時点で（例えば図７～９の工程（４０６）に従って）、たとえシステム（２０
）が存在しなくてもＥＮＴ処置を行うこともできる。例えば、従来のＰＣ又は他のコンピ
ューティング装置を使用して、従来のモニタ又はスクリーンによって指示画像を単純に提
示することができる。
【００９５】
　上記の説明より、上述のような指示画像の使用は、医師（５４）がＥＮＴ処置をより安
全かつより効率的に行うことを可能にしうるものである点は理解されるべきである。詳細
には、指示画像によって、ＥＮＴ処置の開始時にワイヤ又は他のプローブ器具によって患
者（２２）の副鼻腔の解剖学的構造を探測する必要がなくなるか又は最小となりうる。こ
のプローブによる探測の必要をなくすか又は最小とすることによって、患者（２２）の鼻
腔内の解剖学的構造の不要な外傷が防止され、より速やかな手術が可能になる。
【００９６】
　Ｄ．例示的なシステム構成
　図１４は、上述の手術プランを生成し、一連の指示画像を予め設定するために使用する
ことができる例示的なシステム（１０００）の構成要素を示したものである。システム（
１０００）は図１に示されるコンソール（１００）に組み込むことができる点は理解され
るべきである。また、システム（１０００）は、別のハードウェアによって与えることも
できる。図に示されるように、この例のシステム（１０００）は、中央演算装置（ＣＰＵ
）（１０１２）、メモリ（５１４）、オペレーティングシステム（５１６）、及び通信イ
ンターフェース（Ｉ／Ｏ）（５１８）を有している。ＣＰＵ（５１２）は、１つ又は２つ
以上のシングルコア又はマルチコア型の従来のＣＰＵを含みうる。１つ又は２つ以上のド
ライバ（５２０）が、バス（５２２）又は装置が接続する通信サブシステムを介して装置
（図には示されていない）と通信する。かかるドライバは、ユーザモード又はカーネルモ
ードで起動することができる。ＣＰＵ（５１２）は、オペレーティングシステム（５１６
）、アプリケーション（５２４）、及びドライバ（５２０）が関わる制御ロジックを実行
することによって、外部ハードウェア装置と協調する。
【００９７】
　メモリ（５１４）は、ＣＰＵ（５１２）によってシステム（５１０）の他の構成要素に
コマンドを送信するコマンドバッファ（５２６）を含むことができる。この例のメモリ（
５１４）は、処理リスト（５２８）及び処理制御ブロック（５３０）のような他の処理情
報を有している。メモリ（５１４）へのアクセスは、メモリ（５１４）と接続されたメモ
リコントローラ（５３２）によって管理することができる。例えば、メモリコントローラ
（５３２）は、ＣＰＵ（５１２）及び／又は他の装置からのメモリ（５１４）へのアクセ
スの要求を管理することができる。
【００９８】
　本例のシステム（５１０）は、カーネルとの関連で動作するか、又はメモリ管理が求め
られる他の装置及び機能とともにカーネルの外部で動作することができるメモリ管理ユニ
ット（ＭＭＵ）（５３４）を更に有している。ＭＭＵ（１０３４）は、メモリページにア
クセスするための仮想／物理アドレス変換などのオペレーションを実行するためのロジッ
クを有している。メモリ変換を高速化するためにトランスレーション・ルックアサイド・
バッファ（ＴＬＢ）（５３６）が設けられている。ＭＭＵ（５３４）及びシステム（５１
０）の他の構成要素の動作によって、割り込みコントローラ（５３８）によって生成され
る割り込みが生じうる。このような割り込みは、例えばオペレーティングシステム（５１
６）によって、又はソフトウェアスケジューラ（ＳＷＳ）（５４０）によって媒介される
割り込みハンドラによって処理することができる。システム（１０００）の上記の構成要
素及び構成はあくまで例示的な例にすぎないことは言うまでもない。システム（１０００
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）を構成するために使用することができる他の好適な構成要素及び構成は、本明細書の教
示に照らせば当業者には明らかとなろう。
【００９９】
　ＩＩＩ．例示的な組み合わせ
　以下の実施例は、本明細書の教示を組み合わせるか又は適用することができる様々な非
網羅的な方法に関する。以下の実施例は、本出願における又は本出願の後の出願における
どの時点でも提示されうるいずれの請求項の適用範囲をも限定することを目的としたもの
ではない点は理解されるべきである。一切の放棄を意図するものではない。以下の実施例
は単なる例示の目的で与えられるものにすぎない。本明細書の様々な教示は他の多くの方
法で構成及び適用が可能であると思料される。また、いくつかの変形例では、以下の実施
例において言及される特定の要素を省略してもよいことも思料される。したがって、本発
明者によって、又は本発明者の利益となる継承者によって、後日、そうである旨が明示的
に示されない限り、以下に言及される態様又は要素のいずれも重要なものとしてみなされ
るべきではない。以下に言及される要素以外の更なる要素を含む請求項が本出願において
、又は本出願に関連する後の出願において示される場合、これらの更なる要素は、特許性
に関連するいずれの理由によって追加されたものとしても仮定されるべきではない。
【実施例】
【０１００】
　（実施例１）
　（ａ）方法であって、画像データを受信することであって、前記画像データが患者の鼻
腔内の解剖学的構造と関連付けられており、前記画像データがコンピューティングシステ
ムを通じて受信される、受信することと、（ｂ）外科処置データを受信することであって
、前記外科処置データがコンピューティングシステムを通じて受信される、受信すること
と、（ｃ）手術プランを生成することであって、手術プランを生成する前記行為がコンピ
ューティングシステムを通じて実行される、生成することと、を含み、手術プランを生成
する前記行為が、（ｉ）前記画像データに従って、かつ前記外科処置データに従って、外
科用器具用の経路を特定することと、（ｉｉ）前記外科用器具用の前記特定された経路を
描写する１つ又は２つ以上の指示画像を、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の描写内
に生成することと、を含む、方法。
【０１０１】
　（実施例２）
　前記画像データが、複数のＣＴ画像からのデータを含む、実施例１に記載の方法。
【０１０２】
　（実施例３）
　前記画像データを処理して、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の三次元画像を生成
することを更に含む、実施例１又は２に記載の方法。
【０１０３】
　（実施例４）
　前記１つ又は２つ以上の指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の三次元画
像を含む、実施例１～３のいずれか一項又は二項以上に記載の方法。
【０１０４】
　（実施例５）
　前記１つ又は２つ以上の指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の前記三次
元画像内に前記特定された外科用器具用の経路を示す三次元矢印を更に含む、実施例４に
記載の方法。
【０１０５】
　（実施例６）
　外科処置データを受信する前記行為が、外科処置の選択を示す入力を受信することを含
む、実施例１～５のいずれか一項又は二項以上に記載の方法。
【０１０６】
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　（実施例７）
　外科処置データを受信する前記行為が、外科処置の選択を示す前記受信された入力に従
って、データベースから外科データを取り出すことを更に含む、実施例６に記載の方法。
【０１０７】
　（実施例８）
　外科処置データを受信する前記行為が、前記１つ又は２つ以上の指示画像のうちの少な
くとも１つ内に前記患者の前記鼻腔内の１つ又は２つ以上の解剖学的構造の透明度レベル
の選択を受信することを含む、実施例１～７のいずれか一項又は二項以上に記載の方法。
【０１０８】
　（実施例９）
　外科処置データを受信する前記行為が、前記１つ又は２つ以上の指示画像のうちの少な
くとも１つ内に描写される視野の選択を受信することを含む、実施例１～８のいずれか一
項又は二項以上に記載の方法。
【０１０９】
　（実施例１０）
　外科処置データを受信する前記行為が、前記患者の前記鼻腔内の１つ又は２つ以上の解
剖学的構造に対する外科用器具用の経路を示す入力を受信することを含む、実施例１～８
のいずれか一項又は二項以上に記載の方法。
【０１１０】
　（実施例１１）
　前記受信された画像データに副鼻腔構造認識アルゴリズムを適用することを更に含む、
実施例１～１０のいずれか一項又は二項以上に記載の方法。
【０１１１】
　（実施例１２）
　前記画像データを操作して、前記患者の少なくとも１つの副鼻腔と関連する流出路をハ
イライトすることを更に含む、実施例１～１１のいずれか一項又は二項以上に記載の方法
。
【０１１２】
　（実施例１３）
　（ａ）前記患者の前記鼻腔内に挿入された内視鏡から内視鏡ビデオ画像を受信すること
と、（ｂ）前記内視鏡ビデオ画像を提示するのと同時に前記１つ又は２つ以上の指示画像
を提示することと、を更に含む、実施例１～１２のいずれか一項又は二項以上に記載の方
法。
【０１１３】
　（実施例１４）
　前記１つ又は２つ以上の指示画像及び前記内視鏡ビデオ画像が、単一の表示画面を通じ
て同時に提示される、実施例１３に記載の方法。
【０１１４】
　（実施例１５）
　前記１つ又は２つ以上の指示画像及び前記内視鏡ビデオ画像が、同じ表示画面の別々の
画像パネルを通じて同時に提示される、実施例１４に記載の方法。
【０１１５】
　（実施例１６）
　前記内視鏡ビデオ画像を提示するのと同時に前記１つ又は２つ以上の指示画像を提示す
る前記行為が、前記内視鏡ビデオ画像上に器具経路指標を重ね合わせることを含む、実施
例１３に記載の方法。
【０１１６】
　（実施例１７）
　（ａ）外科用器具の位置センサから位置データを受信することと、（ｂ）前記位置デー
タを前記１つ又は２つ以上の指示画像内に組み込んで、前記外科用器具の予定の位置決め
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との関連で前記外科用器具の実際の位置決めを描写することであって、前記外科用器具の
前記予定の位置決めが前記特定された経路に基づく、描写することと、を更に含む、実施
例１～１５のいずれか一項又は二項以上に記載の方法。
【０１１７】
　（実施例１８）
　前記１つ又は２つ以上の指示画像のうちの少なくとも１つがビデオ画像を含む、実施例
１～１７のいずれか一項又は二項以上に記載の方法。
【０１１８】
　（実施例１９）
　方法であって、（ａ）画像データを受信することであって、前記画像データが患者の鼻
腔内の解剖学的構造と関連付けられており、前記画像データがコンピューティングシステ
ムを通じて受信される、受信することと、（ｂ）外科処置データを受信することであって
、前記外科処置データがコンピューティングシステムを通じて受信される、受信すること
と、（ｃ）前記画像データに従って、かつ前記外科処置データに従って、外科用器具用の
経路を特定する少なくとも１つの指示画像を生成することであって、前記少なくとも１つ
の指示画像を生成する前記行為がコンピューティングシステムを通じて実行される、生成
することと、を含み、前記少なくとも１つの指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学
的構造の描写内に前記特定された経路に従って位置決め及び配向された外科用器具の表現
を含む、方法。
【０１１９】
　（実施例２０）
　方法であって、（ａ）画像データを受信することであって、前記画像データが患者の鼻
腔内の解剖学的構造と関連付けられており、前記画像データがコンピューティングシステ
ムを通じて受信される、受信することと、（ｂ）外科処置データを受信することであって
、前記外科処置データがコンピューティングシステムを通じて受信される、受信すること
と、（ｃ）前記画像データに従って、かつ前記外科処置データに従って、外科用器具用の
経路を特定する少なくとも１つの指示画像を生成することであって、前記少なくとも１つ
の指示画像を生成する前記行為がコンピューティングシステムを通じて実行される、生成
することと、を含み、前記少なくとも１つの指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学
的構造の描写内に前記特定された経路に沿った外科用器具の動く表現を示す、方法。
【０１２０】
　ＩＶ．その他
　本明細書に記載例のうちのいずれも、上述のものに加えて、又はそれに代えて様々な他
の特徴を有しうる点は理解されるべきである。あくまで例としてであるが、本明細書に記
載の例のうちのいずれも、参照によって本明細書に援用される様々な参考文献のいずれか
に開示されている様々な特徴ののうちの１つ又は２つ以上を有することができる。
【０１２１】
　本明細書に記載の教示、表現、実施形態、実施例などのうちのいずれか１つ又は２つ以
上を、本明細書に記載の他の教示、表現、実施形態、実施例などのうちのいずれか１つ又
は２つ以上と組み合わせることができる点は理解されるべきである。したがって、上記の
教示、表現、実施形態、実施例などは、互いに対して独立して考慮されるべきではない。
本明細書の教示を考慮することで、本明細書の教示を組み合わせることができる様々な好
適な方法が、当業者には直ちに明らかとなろう。かかる改変例及び変形例は、特許請求の
範囲内に含まれるものとする。
【０１２２】
　本明細書において参照により援用するとされているすべての特許、公報、又は他の開示
文献は、その全体又は部分を、かかる援用文献が既存の定義、記載、又は本開示に記載さ
れる他の開示文献と矛盾しない範囲においてのみ本明細書に援用するものである点は認識
されるべきである。このように、かつ必要な範囲で、本明細書に明示的に記載される開示
は、本明細書に参照により援用されるいずれの矛盾する文献にも優先するものとする。本
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明細書において、参照により援用するとされているが、既存の定義、記載、又は本明細書
に記載される他の開示文献と矛盾するあらゆる文献、又はそれらの部分は、援用文献と既
存の開示内容との間に矛盾が生じない範囲においてのみ援用されるものとする。
【０１２３】
　本明細書に開示される装置の変形物は、１回の使用後に処分されるように設計するか又
は複数回使用されるように設計することができる。いずれか又は両方の場合で、変形物は
少なくとも１回の使用後に再利用のために再調整を行うことができる。かかる再調整には
、装置の分解工程、それに続く特定の部品の洗浄又は交換工程、並びにその後の再組み立
て工程の任意の組み合わせが含まれうる。詳細には、装置の変形物は分解されてもよく、
また、装置の任意の数の特定の部品又は部材を任意の組み合わせで選択的に交換又は取り
外すことができる。特定の部品を洗浄及び／又は交換した後、装置の変形物は、再調整用
の施設において、又は外科処置の直前に外科チームによって、その後の使用のために再組
み立てすることができる。当業者であれば、装置の再調整において、分解、洗浄／交換、
及び再組み立てのための様々な技術を利用することができる点は認識されるであろう。こ
のような技術の使用、及び結果として得られる再調整された装置は、すべて本発明の範囲
内にある。
【０１２４】
　あくまで例としてであるが、本明細書に記載の変形物は手術に先立って処理することが
できる。まず、新品又は使用済みの器具を入手し、必要に応じて洗浄することができる。
次いで器具を滅菌することができる。１つの滅菌法では、器具をプラスチックバッグ又は
ＴＹＶＥＫバッグなどの閉鎖かつ密封された容器に入れる。次いで、容器及び器具を、ガ
ンマ線、Ｘ線、又は高エネルギー電子線などの容器を透過しうる放射線野に置くことがで
きる。放射線は器具上及び容器内の細菌を死滅させることができる。この後、滅菌済みの
器具を滅菌容器内で保管することができる。密封容器は医療施設で開封されるまで器具を
滅菌状態に保つことができる。装置はまた、これらに限定されるものではないが、ベータ
線若しくはガンマ線、エチレンオキシド、又は水蒸気を含む、当該技術分野では周知の任
意の他の技術を使用して滅菌することもできる。
【０１２５】
　本発明において様々な変形例について図示し説明したが、本明細書で説明した方法及び
システムの更なる応用が、当業者による適切な改変により、本発明の範囲から逸脱するこ
となく実現可能である。かかる可能な改変のうちのいくつかについて述べたが、その他の
改変も当業者には明らかであろう。例えば、上述の実施例、変形例、幾何学形状、材料、
寸法、比率、工程などは例示的なものであって、必須ではない。したがって、本発明の範
囲は以下の特許請求の範囲において考慮されるべきものであり、本明細書及び図面におい
て図示、説明した構造及び動作の細部に限定されないものとして理解される。
【０１２６】
〔実施の態様〕
（１）　方法であって、
　（ａ）画像データを受信することであって、前記画像データが患者の鼻腔内の解剖学的
構造と関連付けられており、前記画像データがコンピューティングシステムを通じて受信
される、受信することと、
　（ｂ）外科処置データを受信することであって、前記外科処置データがコンピューティ
ングシステムを通じて受信される、受信することと、
　（ｃ）手術プランを生成することであって、手術プランを生成する前記行為がコンピュ
ーティングシステムを通じて実行される、生成することと、を含み、手術プランを生成す
る前記行為が、
　　（ｉ）前記画像データに従って、かつ前記外科処置データに従って、外科用器具用の
経路を特定することと、
　　（ｉｉ）前記外科用器具用の前記特定された経路を描写する１つ又は２つ以上の指示
画像を、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の描写内に生成することと、を含む、方法
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。
（２）　前記画像データが、複数のＣＴ画像からのデータを含む、実施態様１に記載の方
法。
（３）　前記画像データを処理して、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の三次元画像
を生成することを更に含む、実施態様１に記載の方法。
（４）　前記１つ又は２つ以上の指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の三
次元画像を含む、実施態様１に記載の方法。
（５）　前記１つ又は２つ以上の指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の前
記三次元画像内に前記特定された外科用器具用の経路を示す三次元矢印を更に含む、実施
態様４に記載の方法。
【０１２７】
（６）　外科処置データを受信する前記行為が、外科処置の選択を示す入力を受信するこ
とを含む、実施態様１に記載の方法。
（７）　外科処置データを受信する前記行為が、外科処置の選択を示す前記受信された入
力に従って、データベースから外科データを取り出すことを更に含む、実施態様６に記載
の方法。
（８）　外科処置データを受信する前記行為が、前記１つ又は２つ以上の指示画像のうち
の少なくとも１つ内に前記患者の前記鼻腔内の１つ又は２つ以上の解剖学的構造の透明度
レベルの選択を受信することを含む、実施態様１に記載の方法。
（９）　外科処置データを受信する前記行為が、前記１つ又は２つ以上の指示画像のうち
の少なくとも１つ内に描写される視野の選択を受信することを含む、実施態様１に記載の
方法。
（１０）　外科処置データを受信する前記行為が、前記患者の前記鼻腔内の１つ又は２つ
以上の解剖学的構造に対する外科用器具用の経路を示す入力を受信することを含む、実施
態様１に記載の方法。
【０１２８】
（１１）　前記受信された画像データに副鼻腔構造認識アルゴリズムを適用することを更
に含む、実施態様１に記載の方法。
（１２）　前記画像データを操作して、前記患者の少なくとも１つの副鼻腔と関連する流
出路をハイライトすることを更に含む、実施態様１に記載の方法。
（１３）　（ａ）前記患者の前記鼻腔内に挿入された内視鏡から内視鏡ビデオ画像を受信
することと、
　（ｂ）前記内視鏡ビデオ画像を提示するのと同時に前記１つ又は２つ以上の指示画像を
提示することと、を更に含む、実施態様１に記載の方法。
（１４）　前記１つ又は２つ以上の指示画像及び前記内視鏡ビデオ画像が、単一の表示画
面を通じて同時に提示される、実施態様１３に記載の方法。
（１５）　前記１つ又は２つ以上の指示画像及び前記内視鏡ビデオ画像が、同じ表示画面
の別々の画像パネルを通じて同時に提示される、実施態様１４に記載の方法。
【０１２９】
（１６）　前記内視鏡ビデオ画像を提示するのと同時に前記１つ又は２つ以上の指示画像
を提示する前記行為が、前記内視鏡ビデオ画像上に器具経路指標を重ね合わせることを含
む、実施態様１３に記載の方法。
（１７）　（ａ）外科用器具の位置センサから位置データを受信することと、
　（ｂ）前記位置データを前記１つ又は２つ以上の指示画像に組み込んで、前記外科用器
具の予定の位置決めとの関連で前記外科用器具の実際の位置決めを描写することであって
、前記外科用器具の前記予定の位置決めが前記特定された経路に基づく、描写することと
、を更に含む、実施態様１に記載の方法。
（１８）　前記１つ又は２つ以上の指示画像のうちの少なくとも１つがビデオ画像を含む
、実施態様１に記載の方法。
（１９）　方法であって、
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　（ａ）画像データを受信することであって、前記画像データが患者の鼻腔内の解剖学的
構造と関連付けられており、前記画像データがコンピューティングシステムを通じて受信
される、受信することと、
　（ｂ）外科処置データを受信することであって、前記外科処置データがコンピューティ
ングシステムを通じて受信される、受信することと、
　（ｃ）前記画像データに従って、かつ前記外科処置データに従って、外科用器具用の経
路を特定する少なくとも１つの指示画像を生成することであって、前記少なくとも１つの
指示画像を生成する前記行為がコンピューティングシステムを通じて実行される、生成す
ることと、を含み、
　前記少なくとも１つの指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の描写内に前
記特定された経路に従って位置決め及び配向された外科用器具の表現を含む、方法。
（２０）　方法であって、
　（ａ）画像データを受信することであって、前記画像データが患者の鼻腔内の解剖学的
構造と関連付けられており、前記画像データがコンピューティングシステムを通じて受信
される、受信することと、
　（ｂ）外科処置データを受信することであって、前記外科処置データがコンピューティ
ングシステムを通じて受信される、受信することと、
　（ｃ）前記画像データに従って、かつ前記外科処置データに従って、外科用器具用の経
路を特定する少なくとも１つの指示画像を生成することであって、前記少なくとも１つの
指示画像を生成する前記行為がコンピューティングシステムを通じて実行される、生成す
ることと、を含み、
　前記少なくとも１つの指示画像が、前記患者の前記鼻腔内の解剖学的構造の描写内に前
記特定された経路に沿った外科用器具の動く表現を示す、方法。
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